
フ
ラ
ン
コ
独
裁
後
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
与
野
党
の
建
設
的
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

ー
ド
イ
ツ
と
の
比
較
に
お
い
て
i

若
松
　
新

は
じ
め
に

　
自
由
な
民
主
国
家
に
お
い
て
は
、
政
府
与
党
と
議
会
に
お
け
る
野
党
と
の
政
権
交
代
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
権
力
分
立
制
が
と
ら
れ

て
い
る
。
野
党
が
明
日
の
政
府
に
な
る
た
め
に
は
、
①
実
現
可
能
な
政
策
立
案
能
力
と
、
②
か
か
る
政
策
を
実
行
す
る
た
め
の
有
為
な

　
　
　
　
　
　
（
1
V

人
材
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
一
一
月
の
フ
ラ
ン
コ
（
自
誓
昌
。
凶
零
。
白
田
昌
8
望
じ
u
β
。
げ
⇔
ヨ
。
巳
①
“
一
。
。
O
N
山
零
α
）
死
去
後
の
ス
ペ
イ

ン
で
は
、
こ
の
二
つ
の
要
件
が
与
野
党
双
方
に
、
比
較
的
に
備
わ
っ
て
い
た
の
で
、
政
権
交
代
が
適
切
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
政
治
機

構
論
の
立
場
か
ら
分
析
し
検
証
し
た
い
。

　
一
九
七
六
年
七
月
に
成
立
し
た
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
）
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
で
あ
る
U
C
D
（
d
巳
ひ
昌
α
Φ
O
①
暮
「
o
U
①
ヨ
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

o
鉱
二
〇
〇
…
民
主
中
央
同
盟
”
以
下
U
C
D
と
略
す
）
の
ア
ド
ル
フ
ォ
・
ス
ア
レ
ス
（
〉
α
o
罵
。
ω
ロ
紳
。
ω
）
少
数
与
党
政
権
は
、
与
野
党
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協
調
路
線
を
と
り
、
議
会
に
お
け
る
野
党
の
協
力
を
得
て
、
政
策
立
案
能
力
の
保
持
に
努
め
た
。
野
党
第
一
党
で
あ
る
P
S
O
E
（
℃
舘
・

江
ら
。
ω
o
ユ
帥
房
富
O
寓
①
8
国
ω
B
駅
。
一
u
ス
ペ
イ
ン
社
会
労
働
党
∴
以
下
P
S
O
E
と
略
す
）
も
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
コ

独
裁
制
の
終
焉
の
後
、
再
生
さ
れ
て
間
も
な
い
民
主
制
を
育
成
す
る
た
め
に
、
与
野
党
は
妥
協
を
主
眼
と
し
て
無
用
な
紛
争
を
避
け
る
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
戦
略
を
取
っ
た
。
最
善
へ
の
飽
く
な
き
追
求
よ
り
も
、
次
善
の
政
策
作
り
に
そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
た
。
ま
た
、
ス
ア

レ
ス
政
権
の
民
主
改
革
の
支
柱
と
な
っ
た
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
は
、
一
九
四
九
年
ボ
ン
基
本
法
の
影
響
を
数
多
く
受
け
て
い
る
。

　
一
九
八
二
年
一
二
月
に
成
立
し
た
P
S
O
E
の
フ
ェ
リ
ペ
・
ゴ
ン
サ
レ
ス
（
聞
⑦
言
①
0
8
N
巴
Φ
ω
）
政
権
は
、
N
A
T
O
残
留
を
E
C

加
盟
の
条
件
と
す
る
E
C
側
の
意
向
、
N
A
T
O
残
留
を
希
望
す
る
ス
ペ
イ
ン
軍
の
存
在
、
残
留
を
求
め
る
米
国
の
圧
力
な
ど
の
下
、

N
A
T
O
残
留
政
策
を
と
っ
た
。
一
九
八
六
年
三
月
の
国
民
投
票
で
は
賛
成
五
二
・
五
％
で
N
A
T
O
残
留
は
辛
う
じ
て
支
持
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ゴ
ン
サ
レ
ス
は
中
立
主
義
を
非
現
実
的
と
み
な
し
た
。
彼
の
立
場
の
背
景
に
は
、
ド
イ
ツ
S
P
D
（
ω
o
零
話
ユ
Φ
∋
o
す
讐
一
ω
o
げ
Φ
℃
霞
θ
鉱

∪
①
暮
ω
6
包
き
α
ω
”
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
“
以
下
S
P
D
と
略
す
）
の
ヴ
ィ
リ
ー
・
プ
ラ
ン
ト
（
芝
白
《
じ
d
類
づ
鼻
）
党
首
の
物
心
両
面
の

支
援
が
あ
っ
た
。
一
九
五
九
年
に
ド
イ
ツ
S
P
D
は
バ
ー
ト
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
党
大
会
で
マ
ル
ク
ス
主
義
と
訣
別
し
て
国
民
政
党
と

な
っ
た
。
こ
れ
に
倣
っ
て
、
ゴ
ン
サ
レ
ス
も
［
九
七
九
年
五
月
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
放
棄
を
提
唱
し
た
が
、
直
ち
に
ス
ペ
イ
ン
P
S
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

E
党
大
会
で
過
半
数
の
明
白
な
支
持
を
得
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
ま
で
ゴ
ン
サ
レ
ス
政
権
は
十
年
以
上
に
わ
た
っ

て
ス
ペ
イ
ン
を
統
治
し
て
き
た
。
理
想
と
現
実
の
間
で
折
中
案
を
作
る
試
み
を
ゴ
ン
サ
レ
ス
の
足
跡
は
示
し
て
い
る
。

　
始
め
に
本
稿
の
前
半
で
は
、
ス
ア
レ
ス
政
権
期
と
い
う
「
民
主
改
革
を
行
う
転
換
期
の
ス
ペ
イ
ン
」
を
中
心
に
分
析
し
た
い
。
筆
者

は
従
来
ド
イ
ツ
に
お
け
る
与
野
党
関
係
を
研
究
し
て
き
た
の
で
、
ド
イ
ツ
政
治
の
視
座
に
立
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
与
野
党
関
係
を
比
較

検
討
し
た
い
と
思
う
。
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、

な
ぜ
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
ス
ペ
イ
ン
は
比
較
可
能
か

　
　
1
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
対
す
る
ボ
ン
基
本
法
の
影
響
ー

フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

　
一
九
四
九
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
通
称
、
ボ
ン
基
本
法
“
以
下
、
ボ
ン
基
本
法
と
略
す
。
）
の
制
定
史
に
お
い
て
は
、
S

P
D
と
C
D
U
／
C
S
U
（
O
ぼ
凶
ω
二
8
守
∪
①
∋
o
ζ
9
凶
ω
9
①
d
巳
8
＼
O
耳
凶
ω
二
一
0
7
ω
o
N
凶
巴
①
q
ロ
一
8
”
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
／
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ス
ト
教
社
会
同
盟
…
以
下
C
D
U
／
C
S
U
と
略
す
）
の
二
大
政
党
が
、
六
五
議
席
中
各
二
七
議
席
ず
つ
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
結
果
、

二
大
政
党
の
勢
力
が
均
衡
し
た
状
況
を
反
映
す
る
「
妥
協
」
が
し
ば
し
ば
求
め
ら
れ
た
。

　
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
の
制
定
史
に
お
い
て
も
根
本
的
な
問
題
に
お
い
て
最
大
限
可
能
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
追
求
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
配
慮
が
見
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
制
憲
議
会
に
お
い
て
は
、
三
五
〇
議
席
中
政
府
与
党
で
あ
る
U
C
D
は
一
六
五
議
席
を
占
め
、
議
会

に
お
け
る
野
党
第
一
党
〔
以
下
は
、
「
議
会
野
党
」
と
略
称
す
る
〕
で
あ
る
P
S
O
E
は
＝
八
議
席
を
占
め
て
い
た
。
か
よ
う
な
状
況

下
で
、
少
数
与
党
政
権
と
し
て
は
ぜ
ひ
と
も
「
妥
協
」
を
探
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
妥
協
的
配
慮
」
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
一
九
七
八
年
の
ス
ペ
イ
ン
憲
法
は
、
第
一
資
望
一
項
で
自
国
を
「
民
主
的

か
つ
社
会
的
法
治
国
家
」
と
規
定
し
た
。
加
え
て
自
国
の
「
法
秩
序
の
至
上
の
価
値
」
と
し
て
、
「
自
由
、
正
義
、
平
等
」
と
共
に
「
政

治
的
多
元
主
義
」
を
表
明
し
た
。

　
ボ
ン
基
本
法
第
二
〇
条
第
一
項
は
自
国
を
「
民
主
的
か
つ
社
会
的
連
邦
国
家
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ω
「
自
由
」
、
②
「
正
義
な
い
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

平
等
」
、
⑧
「
連
帯
な
い
し
友
愛
」
の
三
者
は
、
戦
後
の
（
西
）
ド
イ
ツ
の
各
政
党
の
政
党
綱
領
上
の
三
つ
の
基
本
価
値
で
あ
っ
た
。
そ
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し
て
こ
の
基
本
価
値
の
重
要
性
は
、
（
西
）
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
九
七
四
年
基
本
価
値
論
争
で
再
確
認
さ
れ
た
。
他
方
、
一
九
七
六

年
基
本
価
値
論
争
で
は
、
論
争
の
前
提
と
し
て
、
「
多
元
的
社
会
」
と
い
う
事
実
を
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
ぼ
①
一
ヨ
ロ
け
ω
O
げ
面
一
ユ
け
）

首
相
（
S
P
D
）
も
H
・
コ
ー
ル
（
国
Φ
一
露
三
閑
。
げ
じ
C
D
U
党
首
（
首
相
候
補
）
も
認
め
て
い
た
。
但
し
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
首
相
が
多
元
的
社
会
に
お
い
て
は
、
多
元
的
基
本
価
値
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
の
に
対
し
て
、
H
・
コ
ー
ル
首
相
候

補
は
、
多
元
的
社
会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
基
本
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
必
要
と
さ
れ
る
と
み
な
し
た
点
で
、
一
八
○
度
異
な
っ
た
結
論
に
至

　
　
（
8
）

っ
て
い
た
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

　
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
六
条
は
「
（
複
数
の
）
政
党
（
δ
ω
℃
鉾
二
血
。
ω
O
o
瓜
田
o
o
ω
）
」
を
「
政
治
的
多
元
主
義
の
表
現
」
で
あ

る
と
認
定
し
た
。
更
に
続
け
て
「
政
党
」
は
「
国
民
の
意
志
の
形
成
と
表
明
に
協
働
」
す
る
「
政
治
的
参
加
の
主
た
る
機
関
」
で
あ
る
。

「
政
党
の
設
立
と
政
党
活
動
の
運
営
は
憲
法
と
法
律
を
尊
重
す
る
範
囲
内
で
自
由
で
あ
る
。
政
党
の
内
的
構
造
と
仕
組
み
は
民
主
的
で

　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
。
現
行
の
ボ
ン
基
本
法
第
二
一
条
と
比
較
可
能
で
あ
ろ
う
。
ボ
ン
基
本
法
第
二
一

条
第
一
項
第
一
文
か
ら
第
三
文
は
、
「
政
党
は
国
民
の
政
治
的
意
志
形
成
に
協
働
す
る
。
政
党
の
設
立
は
自
由
で
あ
る
。
政
党
の
内
的
秩

序
は
民
主
的
原
則
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
更
に
第
二
一
条
第
二
項
は
「
違
憲
」
と
さ
れ
る
政
党
に
つ
い

　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
規
定
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
憲
法
上
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
あ
っ
た
。
な
お
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
一
篇
「
基
本
権
と
基
本
的
義
務
」
の
冒
頭
に
位
置

す
る
第
｝
○
条
で
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
「
政
治
的
秩
序
と
社
会
的
平
和
の
基
礎
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ボ
ン
基
本
法
第
一

条
の
「
人
間
の
尊
厳
」
保
護
条
項
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
第
一
条
第
一
項
は
、
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
を
尊

重
し
保
護
す
る
こ
と
は
す
べ
て
の
国
家
権
力
の
義
務
で
あ
る
」
と
記
し
、
同
第
二
項
は
「
そ
れ
故
に
、
ド
イ
ツ
国
民
は
世
界
に
お
け
る
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ハ
ロ
リ

あ
ら
ゆ
る
人
間
共
同
体
、
平
和
、
正
義
の
基
礎
と
し
て
、
不
可
侵
で
不
可
譲
な
人
権
を
表
明
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
憲
法
上
の
類
似
点
が
い
か
な
る
経
緯
で
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
私
個
人
と
し
て
は
残
念
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

あ
る
が
未
だ
に
解
明
で
き
て
い
な
い
。

二
、
「
平
和
的
転
換
」
と
し
て
の
フ
ラ
ン
コ
後
の
ス
ペ
イ
ン

フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
政
治
の
戦
略
（
昏
。
ω
総
員
Φ
題
o
h
8
拐
①
昌
ω
二
。
・
O
集
二
8
）
に
よ
っ
て
、
与
野
党
間
の
妥
協
を
計

り
、
独
裁
者
フ
ラ
ン
コ
の
死
後
の
政
治
的
権
力
の
空
白
状
態
を
埋
め
、
議
会
民
主
制
を
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
初
め
に
こ

の
経
緯
を
比
較
政
治
学
的
視
点
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
と
思
う
。

（
a
）
　
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
三
箇
国
ー
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
ー
の
政
治
的
解
放

　
一
九
七
〇
年
代
半
ば
は
、
南
欧
の
二
箇
国
ー
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
ー
と
バ
ル
カ
ン
半
島
の
南
端
に
位
置
す
る
ギ
リ
シ
ャ
に

と
っ
て
は
政
治
的
解
放
の
年
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
一
九
七
五
年
＝
月
二
〇
日
に
フ
ラ
ン
コ
が
死
去
し
た
。
フ
ラ
ン
コ
の
権
威
主
義
的
体
制
は
、
一
九
三
九
年
の
ス
ペ
イ
ン
内
戦
終
結

以
来
三
六
年
に
わ
た
る
独
裁
制
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
欧
州
最
後
の
独
裁
制
の
｝
つ
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
コ
後
の
ス
ペ
イ
ン
は
、
国
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

フ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
語
尾
（
落
雪
O
胃
一
〇
ω
α
o
切
。
吾
α
昌
一
）
の
下
で
、
民
主
制
へ
の
「
平
和
的
転
換
（
冨
9
。
o
庶
巳
件
玉
藍
憲
§
）
」
を

開
始
し
た
の
で
あ
る
。
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ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
「
民
主
制
」
は
、
民
主
的
政
治
の
確
固
た
る
シ
ス
テ
ム
が
近
年
は
不
在
で
あ
っ
た

た
め
に
、
短
命
に
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
認
め
ら
れ
た
。
な
る
ほ
ど
、
こ
れ
ら
三
箇
国
は
身
近
な
過
去
に
お
い
て
、
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
0
9
。
ユ
＜
8
Ω
碧
器
運
星
）
が
「
民
主
的
手
続
き
以
外
の
方
法
」
と
分
類
し
た
手
段
に
よ
っ
て
、
政
治
問
題
を
解
決

す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
箇
国
に
「
民
主
制
の
伝
統
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
と
、
R
．
G
．

コ
タ
レ
ロ
（
寄
∋
ひ
コ
○
費
∩
貯
O
o
8
「
ユ
。
）
は
判
断
し
た
。
け
だ
し
、
一
国
の
政
治
的
伝
統
は
数
世
紀
を
単
位
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

で
あ
っ
て
、
数
十
年
単
位
で
形
造
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、
一
九
七
〇
年
七
月
二
七
日
に
実
権
を
握
っ
て
い
た
首
相
サ
ラ
ザ
ー
ル
（
〉
コ
a
三
〇
α
①
9
凶
く
虫
「
9
。
ω
四
一
舘
費
」
。
。
。
。
㊤

山
㊤
ざ
）
が
死
去
し
た
。
だ
が
、
サ
ラ
ザ
ー
ル
亡
き
後
も
、
保
守
的
権
威
主
義
的
体
制
は
、
一
九
七
四
年
四
月
二
五
日
ま
で
続
い
た
。
一

九
三
二
年
に
発
足
し
た
サ
ラ
ザ
ー
ル
体
制
は
、
一
九
二
六
年
に
成
立
し
た
軍
部
独
裁
の
足
跡
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
三
三
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
憲
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
折
衷
主
義
に
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
自
由
主
義
的
原
則
は
残
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
政
治
的
代
表
制
と
選
挙
制
度
（
国
民
議
会
（
下
院
）
、
大
統
領
選
挙
は
両
者
と
も
直
接
選
挙
制
。
但
し
、

．
形
式
的
国
家
元
首
で
あ
る
大
統
領
の
直
接
選
挙
は
一
九
五
八
年
に
最
後
の
選
挙
が
行
わ
れ
て
以
来
、
停
止
し
間
接
選
挙
に
変
更
し
た
。
）

が
含
ま
れ
て
奉
だ
が
・
国
民
議
会
は
漸
次
・
政
府
に
従
属
（
ω
二
g
a
凶
邑
．
。
）
す
る
観
を
呈
し
て
熱
し
た
が
・
て
、
ポ
牛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ガ
ル
は
長
い
議
会
政
治
の
伝
統
（
一
九
＝
年
に
男
子
普
通
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
た
）
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
普
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

選
挙
権
に
基
づ
く
「
民
主
的
議
会
の
プ
ロ
セ
ス
」
へ
の
転
換
は
、
軍
部
が
「
リ
ス
ボ
ン
の
春
」
と
言
わ
れ
る
無
血
革
命
を
行
っ
た
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

七
四
年
四
月
二
五
日
以
降
に
始
め
て
開
始
さ
れ
、
一
九
七
五
年
四
月
二
五
日
の
制
憲
議
会
選
挙
で
確
立
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
た
。

　
ギ
η
シ
ャ
で
は
・
「
充
六
教
か
ら
一
九
七
四
等
ま
で
七
茜
麩
た
ρ
て
軍
霰
会
奮
・
・
。
δ
旦
ど
§
§
邑
凶
§
言
冨
）

84



フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

が
独
裁
制
を
敷
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
こ
の
独
裁
制
は
「
文
明
国
で
は
見
ら
れ
な
い
多
様
な
拷
問
を
行
い
」
、
そ
の
人
権
抑
圧
体
制

が
国
内
外
の
非
難
を
髄
・
比
較
的
短
命
に
終
わ
っ
た
・
・
の
独
裁
制
は
、
一
三
ケ
年
に
わ
た
っ
て
塗
上
と
ぎ
れ
る
・
と
の
な
か
っ

た
議
会
の
伝
統
（
天
七
七
年
に
男
子
普
通
選
挙
権
が
認
め
紀
望
に
根
ざ
し
た
、
政
治
的
慣
習
と
政
治
的
態
度
を
撲
滅
さ
せ
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

と
も
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
続
し
て
き
た
政
治
的
組
織
網
を
破
壊
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
七
四
年
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
V

始
め
に
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
る
と
、
一
九
七
四
年
＝
月
一
七
日
に
独
裁
終
結
後
弓
の
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
一
九
七
四
年
一
一
月
一
七
日
の
ギ
リ
シ
ャ
制
憲
議
会
、
一
九
七
五
年
四
月
二
五
日
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
制
憲
議
会
、
お
よ

び
一
九
七
七
年
六
月
一
五
日
の
ス
ペ
イ
ン
制
憲
議
会
の
各
々
の
自
由
選
挙
が
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
男
子
普
通
選
挙
権
は
一
九
〇
七
年
に
認
め
ら
れ
、
女
子
普
通
選
挙
権
は
一
九
三
一
年
に
認
め
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
実
際
に
投
票
所
に
赴
い
た
人
の
全
人
ロ
中
に
占
め
る
割
合
は
、
一
八
七
〇
1
一
八
九
〇
年
三
・
九
％
、
一
八
九
一
－
一
九

＝
二
年
一
五
・
八
％
、
一
九
一
八
－
一
九
三
〇
年
＝
二
・
四
％
、
一
九
三
一
一
一
九
三
六
年
三
六
・
七
％
、
一
九
三
六
－
一
九
七
六
年

自
由
選
挙
停
止
、
一
九
七
七
一
一
九
七
九
年
四
九
・
八
％
で
あ
っ
た
。
但
し
、
ス
ペ
イ
ン
の
歴
史
を
遙
か
に
遡
る
と
、
一
八
六
九
年
に

男
女
普
通
選
挙
権
が
一
時
的
に
認
め
ら
れ
、
一
八
七
三
年
に
実
施
さ
れ
た
自
由
選
挙
で
は
、
全
人
口
中
一
六
．
五
％
の
人
が
実
際
に
投

票
所
へ
赴
い
た
と
い
う
記
録
が
劾
・
こ
れ
は
当
時
の
撃
率
を
勘
案
す
る
と
、
か
な
り
高
い
投
票
率
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
．

（
b
）
　
フ
ラ
ン
コ
旧
体
制
か
ら
U
C
D
政
権
を
経
て
P
S
O
E
政
権
へ
の
「
平
和
的
転
換
」

　
フ
ラ
ン
コ
旧
体
制
の
議
会
は
、
権
威
主
義
的
制
度
に
係
留
さ
れ
た
（
国
家
）
有
機
体
（
説
）
的
・
集
団
主
義
的
な
議
会
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
七
年
六
月
の
自
由
選
挙
に
よ
っ
て
ス
ペ
イ
ン
に
新
し
く
生
ま
れ
た
議
会
は
、
複
数
政
党
制
に
基
づ
い
て
い
た
。
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こ
の
転
換
は
「
平
和
的
な
転
換
」
で
あ
っ
た
と
万
人
が
認
め
て
い
る
。
こ
の
転
換
は
、
フ
ラ
ン
コ
旧
体
制
内
部
で
既
に
生
じ
て
い
た
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
6

革
派
エ
リ
ー
ト
（
一
種
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
）
に
導
か
れ
て
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
こ
の
エ
リ
ー
ト
集
団
は
、
民
主
的
な
野
党
勢
力
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

合
意
を
形
成
し
、
一
致
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
は
農
業
国
か
ら
近
代
的
工
業
国
へ
と
転
換
を
行
う
た
め
、
す
な
わ
ち
自
給
自
足
の
閉
鎖
的
経
済
体
制
か
ら
、
国
際
的
競
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
9
）

力
を
持
っ
た
産
業
を
育
成
し
、
自
己
の
商
品
の
販
路
を
得
る
た
め
に
、
経
済
的
開
放
政
策
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

社
会
・
経
済
の
急
激
な
変
化
の
必
然
性
は
、
フ
ラ
ン
コ
旧
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
価
値
に
固
執
す
る
こ
と
を
無
意
味
な
こ
と
と
し
た
。

こ
の
経
済
と
政
治
の
連
動
性
は
、
経
済
的
破
綻
の
後
に
民
主
化
改
革
が
始
ま
っ
た
と
い
う
別
の
意
味
で
、
A
，
日
の
「
東
欧
市
民
革
命
」

で
も
見
う
け
ら
れ
る
。
ス
ペ
イ
ン
で
は
経
済
・
社
会
の
変
動
か
ら
く
る
必
要
性
の
故
に
、
政
府
与
党
と
「
議
会
に
お
け
る
野
党
」
が
、

ス
ア
レ
ス
首
相
の
改
革
路
線
に
同
意
し
、
一
致
を
見
る
こ
と
も
で
き
た
。
逆
言
す
る
と
、
ス
ア
レ
ス
首
相
の
近
代
化
戦
略
が
成
功
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ウ
ロ
コ
ミ
ユ
ニ
ス
ト

に
は
、
ぜ
ひ
と
も
、
自
由
主
義
者
、
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
）
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
、
社
会
主
義
者
、
更
に
は
欧
州
的
共
産
主
義
者
を
も

含
む
、
ワ
野
党
の
融
合
と
和
解
が
必
要
で
あ
っ
た
。
他
方
、
野
党
も
ス
ア
レ
ス
政
権
が
設
定
し
た
、
改
革
の
順
序
と
手
続
き
を
受
け
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

れ
、
政
府
与
党
に
協
力
す
る
協
調
路
線
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
「
平
和
的
転
換
」
は
、
権
威
主
義
的
国
家
か
ら
議
会
民
主
制
国
家
へ
の
転
換
で
あ
る
と
共
に
、
中
央
集
権
的
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

家
か
ら
地
方
分
権
的
な
自
治
権
を
認
め
る
国
家
へ
の
転
換
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
後
者
の
転
換
が
公
的
に
も
行
わ
れ
た
が
故
に
、
カ
口
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ニ
ア
や
バ
ス
ク
地
方
な
ど
の
民
族
（
独
立
）
主
義
者
も
、
バ
ス
ク
地
方
の
武
装
過
激
派
テ
ロ
組
織
で
あ
る
E
T
A
の
よ
う
な
例
外
的
事

例
を
除
い
て
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
こ
の
改
革
に
積
極
的
に
協
力
し
た
の
で
あ
る
。

　
尉
九
七
七
解
六
月
一
五
日
の
ス
ペ
イ
ン
制
憲
臓
会
選
挙
に
お
い
［
て
は
、
単
独
で
過
半
数
一
七
六
議
席
を
獲
得
す
る
政
党
が
存
在
し
な
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か
っ
た
。
す
な
わ
ち
総
議
席
三
五
〇
の
う
ち
、
国
民
連
合
（
〉
一
匹
自
⇔
℃
9
巳
碧
”
旧
右
翼
の
自
由
主
義
保
守
政
党
”
現
在
の
国
民
党
の

前
身
V
一
六
、
U
C
D
（
政
党
与
党
”
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
）
一
六
五
、
P
S
O
E
（
社
会
（
民
主
）
主
義
政

党
“
議
会
に
お
け
る
野
党
第
一
党
1
1
「
議
会
野
党
」
）
＝
八
、
ス
ペ
イ
ン
共
産
党
（
勺
碧
ユ
畠
o
O
o
ヨ
二
三
ω
冨
国
ω
ロ
9
臥
巳
…
エ
ウ
ロ
コ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
V

ユ
ニ
ズ
ム
政
党
”
〔
政
治
的
多
元
主
義
を
認
め
る
〕
西
欧
的
共
産
主
義
政
党
）
二
〇
、
収
敏
と
同
盟
（
0
8
〈
①
「
σ
q
⑪
昌
。
冨
《
q
三
ひ
日
カ

タ
ロ
ニ
ア
地
方
民
族
（
独
立
）
主
義
政
党
）
＝
、
バ
ス
ク
民
族
党
（
℃
⇔
答
置
o
Z
国
。
δ
ロ
9
。
房
富
く
帥
ω
8
H
バ
ス
ク
地
方
民
族
（
独
立
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
V

主
義
政
党
）
八
、
そ
の
他
一
二
で
あ
っ
た
（
表
1
参
照
）
。

　
こ
の
結
果
と
し
て
U
C
D
の
少
数
与
党
政
権
が
組
閣
さ
れ
て
、
ス
ア
レ
ス
U
C
D
政
権
は
野
党
と
の
融
和
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

与
野
党
間
の
合
意
と
休
戦
は
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
露
、
九
両
日
に
モ
ン
ク
ロ
ア
宮
殿
で
提
案
さ
れ
、
一
〇
月
二
五
日
と
二
七
日
に
締

結
さ
れ
た
モ
ン
ク
ロ
ア
協
定
（
観
月
0
8
α
①
一
〇
寓
。
ロ
。
一
〇
巴
に
結
実
し
た
。
こ
の
「
経
済
協
定
」
、
「
政
治
協
定
」
か
ら
な
る
包
括
的
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

定
に
は
、
国
民
連
合
を
除
く
全
主
要
政
党
が
調
印
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
モ
ン
ク
ロ
ア
協
定
締
結
の
背
景
に
は
、
憲
法
制
定
と
い
う
国
家
成
立
の
一
大
事
に
お
い
て
は
、
人
民
連
合
と
U
C
D
と
い
う
保
守
派

の
二
党
の
み
に
よ
る
多
数
派
形
成
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
圧
倒
的
多
数
者
が
一
致
団
結
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
必
然
性
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ス
ペ
イ
ン
共
産
党
も
こ
の
妥
協
に
積
極
的
に
参
加
し
、
ひ
い
て
は
君
主
制
を
も
容
認
し
た
こ
と
は
、
こ
の
国
の
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス

に
基
づ
く
民
主
的
改
革
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
っ
た
。

　
国
民
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
形
成
に
基
づ
い
た
憲
法
制
定
の
実
例
は
、
例
え
ば
一
九
四
六
年
一
二
月
の
（
西
）
ド
イ
ツ
の
ヘ
ッ
セ
ン
州

憲
法
制
定
に
際
し
て
も
見
う
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
制
定
議
会
で
は
、
総
議
員
数
九
〇
、
S
P
D
四
二
、
C
D
U
三

五
、
K
P
D
（
囚
。
∋
ヨ
ロ
三
ω
一
一
ω
9
Φ
℃
四
昌
①
圃
U
Φ
二
房
。
一
き
α
。
。
”
ド
イ
ツ
共
産
党
”
以
下
K
P
D
と
略
す
）
七
、
L
D
P
（
＝
げ
臼
9
。
〒
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敵党別の得票数・得票率・餓席数

挙選総

　　　1982年・10月

得票数　％　議席数

　　　1986・年6月

得票数　％　譲席数
　　　1989年10月

得票数　％　議席数

1，494

10，127

　865
5，478

　604

　395

　772

7．1

48．4

4．1

26．2

2．9

1．8

3．7

5．7

12

202

　4
106

　2

　8
12

　4

8，887．

　930

5，245

1，862

　308

1，012

44．0

4．6

26．0

9．2

1．5

5．0

10．7

184

　7

105

19

　6
18

11

8，088

1，851

5，282

1，617

　253

1，030

39．6

9．1

25．8

7．9

1．2

5．O

ll．4

175

17

107

14

　5
18

14

100．0　　　350 100．0 350 100．0 350

β雇1弛ηzoご猶。漉0ω∬・‘，’∫磁’ゴ。ηfηSわ〃加η3　E描oρθ，　Pinter　Publishers，1990，　p．107．および

り．Nohlen／A．　Hildenbrand，伽ηをη」昭海s‘履・（盈’な‘履・Po〃’ゴ々，　Leske＋Budrich，

ユ992，S．371，373．による。

O
①
∋
0
7
「
9
。
島
田
げ
①
℃
9
。
詳
①
ご
自
由
民
主
党
…
F
D
P
の
前
身
）
六
で
あ
っ

た
。
万
一
、
S
P
D
と
K
P
D
が
強
行
突
破
す
れ
ば
、
こ
の
二
党
の
み
の
「
政

党
連
合
に
よ
る
独
裁
」
を
招
い
て
、
＝
面
的
憲
法
」
が
制
定
さ
れ
る
虞
が
あ

っ
た
。
だ
が
S
P
D
は
賢
明
に
も
C
D
U
と
の
妥
協
に
留
意
し
て
、
合
憲
形

成
に
七
去
・
こ
の
選
択
は
以
下
の
よ
う
な
事
実
を
与
野
党
が
認
識
し
て
い

た
が
故
に
可
能
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
主
政
治
が
、
も
し
、
単
に
「
過

半
数
の
支
配
（
「
三
①
o
｛
9
①
∋
ε
o
葺
《
）
」
と
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
単
な
る
専
制
に
堕
す
る
虞
が
あ
り
、
事
実
、
か
か
る
事
態
が
歴
史
上
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

し
ば
起
き
て
い
る
と
い
う
教
訓
へ
の
留
意
で
あ
る
。

　
再
開
さ
れ
た
後
に
始
め
て
行
わ
れ
た
一
九
七
七
年
の
自
由
選
挙
は
、
フ
ラ

ン
コ
旧
体
制
の
支
持
者
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
反
対
に
中
道
．

穏
健
政
党
に
対
し
て
国
民
が
寄
せ
る
支
持
の
大
き
さ
と
幅
広
さ
を
判
明
さ

（
3
9
｝

せ
た
。
こ
の
時
U
C
D
は
そ
の
歴
史
的
使
命
を
存
分
に
発
揮
し
た
。
U
C
D

は
、
権
威
主
義
的
フ
ラ
ン
コ
旧
体
制
か
ら
議
会
民
主
制
へ
の
転
換
を
行
う
、

過
渡
期
に
そ
の
存
在
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
こ
の
転
換

期
の
治
世
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
で
あ
り
、
中
道
・
穏
健
政
党
で
あ
る
U
C

D
が
行
う
こ
と
が
最
も
鐘
し
淀
い
た
。
万
一
、
左
翼
政
党
炉
直
ち
に
政
権
旭
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フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1 スペイン総選挙における

挙選総

政党名
　　1977年6月　　　　　　　1979年3月
得票数事％　議席数　　得票数　　％　議席数

民主中央同盟（UCD）

スペイン社会労働党（PSOE）

スペイン共産党（PCE）

国民連合・国民党（AP・PP）

民主社会中央党（CDS）

バスク地方民族（独立）主義政党（PNVのみ）

カタロニア地方民族（独立）主義諸政党〔αUなど1

その他

6β09

5，240

1，655

1，503

34．7

29．2

9．2

8．3

165

118

20

16

6，228

5，469

1，911

1，067

34．3

30．0

10．5

5．8

168

121

23

　9

304　　1．6

666　　2．8

－　　14．2

8

13

10

275　　1．5　　　7

483　　2．6　　　8

　　　15．3．　14

合　計 100．0　　　350 100．0　　　350

＊千票単位

本月はJ．Capo　Giol　et　aL，“By　Cons㏄iationalism　to　a　Majoritarian　Parliamentary

Systeml　the　Rise　and　Decline　of　the　Spanish　Cortes’；ULiebert／M．　Cotta，　jm7」加観μ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
∀

当
の
責
任
を
担
う
な
ら
ば
、
軍
事
的
ク
ー
デ
タ
ー
が
成
功
す
る
危
険
性
も
あ

っ
た
。
他
方
、
U
C
D
が
政
権
を
担
当
し
た
期
間
に
、
右
翼
は
自
ら
へ
の
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

用
と
信
頼
性
を
更
に
失
墜
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
ス
ア
レ
ス
U

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

C
D
政
権
は
、
「
和
解
し
難
い
状
況
を
和
解
せ
し
め
た
」
と
い
う
点
に
お
い

て
、
ス
ペ
イ
ン
政
治
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
一
九
八
一
年
一
月
に
首
相
の
職
を
突
如
辞
任
し
た
ス
ア
レ
ス
に

せ
よ
、
そ
の
後
継
者
と
な
っ
た
カ
ル
ボ
・
ソ
テ
ロ
（
い
①
8
0
匡
。
　
O
巴
く
。

ω
9
色
。
）
に
せ
よ
、
U
C
D
を
真
の
大
衆
政
党
へ
と
発
展
せ
し
め
る
の
に
は
失

敗
し
た
。
今
日
振
り
返
っ
て
み
る
と
U
C
D
は
、
依
然
と
し
て
様
々
な
潮
流

に
属
す
る
派
閥
の
間
に
浮
遊
す
る
利
益
集
団
の
連
合
体
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

U
C
D
は
ス
ア
レ
ス
の
「
（
カ
リ
ス
マ
的
）
権
力
と
入
格
」
の
み
に
よ
っ
て
結

集
し
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
既
に
、
U
C
D
構
成
員
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
弓

均
等
性
は
、
（
政
治
的
）
平
衡
感
覚
に
基
づ
い
た
妥
協
の
形
成
を
困
難
し
て
い

た
。
そ
の
結
果
、
U
C
D
が
政
党
と
し
て
具
備
す
べ
き
（
政
治
的
）
統
一
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

を
保
持
し
え
た
の
は
、
例
外
的
ケ
ー
ス
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ソ

テ
ロ
が
実
権
を
握
り
、
一
九
八
一
年
一
一
月
に
ス
ア
レ
ス
の
U
C
D
党
首
職

を
も
解
任
し
た
後
に
、
に
わ
か
に
U
C
D
の
雲
行
き
は
怪
し
く
な
っ
た
。
そ
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の
後
、
一
九
八
二
年
一
〇
月
二
八
日
の
第
三
回
自
由
選
挙
で
U
C
D
は
わ
ず
か
一
二
議
席
を
獲
得
し
た
に
と
ど
ま
り
、
解
党
し
た
の
で

あ
る
。
具
体
的
政
策
に
則
し
て
言
え
ば
、
ス
ア
レ
ス
政
権
下
で
「
社
会
民
主
主
義
的
派
閥
」
に
属
す
る
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
・
オ
ル
ド
ネ

ス
（
閃
㊦
「
鼠
＆
Φ
N
O
a
9
①
N
）
法
相
が
推
進
し
た
、
リ
ベ
ラ
ル
な
離
婚
法
に
対
し
て
、
ソ
テ
ロ
は
言
わ
ば
「
保
守
的
（
で
カ
ト
リ
ッ
ク

的
）
な
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
派
閥
」
を
代
表
し
て
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
論
争
」
に
打
っ
て
出
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
U
C
D
主

流
派
は
右
傾
化
し
蓑
退
の
蓬
を
た
ど
・
た
の
で
墾
・
換
言
す
れ
ば
、
・
テ
・
の
保
守
的
権
力
欲
が
U
C
D
に
と
っ
て
は
命
取
り

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
八
二
年
一
〇
月
二
八
日
の
総
選
挙
で
、
全
三
五
〇
議
席
中
P
S
O
E
は
二
〇
二
、
国
民
連
合
は
一
〇
六
を
獲
得
し
た
。
・
ま
た
一

九
八
六
年
六
月
二
二
日
の
総
選
挙
で
は
、
P
S
O
E
は
一
八
四
、
国
民
連
合
は
一
〇
五
を
獲
得
し
た
。
続
い
て
一
九
八
九
年
一
か
月
二

九
日
の
総
選
挙
で
も
、
P
S
O
E
は
一
七
五
、
国
民
党
は
一
〇
七
を
獲
得
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
保
守
と
革
新
に
世
論
が
二
分
さ

れ
、
「
二
大
政
党
制
」
に
近
似
し
た
西
欧
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
で
、
一
九
八
二
年
に
P
S
O
E
政
権
が
誕
生
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る

の
で
あ
る
（
表
1
参
照
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
六
月
六
日
の
総
選
挙
で
は
、
P
S
O
E
は
議
席
数
一
五
九
（
比
較
第
一
党
）
、
国
民
党
一
四

一
と
な
り
、
与
野
党
伯
仲
状
況
の
下
で
P
S
O
E
少
数
与
党
単
独
政
権
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
以
上
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
民
主
化
の
経
緯
を
ふ
り
返
っ
て
き
た
。
こ
の
中
で
平
和
的
な
政
権
交
代
を
含
む
政
治
的
な
権
力
分
立
制

度
が
有
効
に
機
能
し
、
民
主
化
が
成
功
し
た
秘
訣
と
な
っ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
以
下
、
政
治
機
構
論
の
視
点
か
ら
分
析
し
て
み
た
い
。
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三
、
政
治
機
構
論
的
分
析

（
a
）
　
制
憲
議
会
に
お
け
る
ス
ア
レ
ス
少
数
与
党
政
権
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
戦
略

フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

　
ス
ア
レ
ス
首
相
が
率
い
た
「
改
革
の
た
め
の
政
党
（
夢
。
『
o
h
o
§
日
0
9
。
護
身
」
で
あ
る
U
C
D
は
、
改
革
に
抵
抗
す
る
（
反
動
的
）
派

閥
の
力
を
そ
ぎ
、
圧
倒
的
多
数
の
国
民
が
一
貫
し
て
民
主
政
治
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
野
党
と
の
協
力
、
融
和
、

協
調
、
和
解
路
線
を
選
択
し
た
。
他
方
、
当
時
諸
政
党
は
未
だ
に
弱
小
で
、
そ
の
政
党
組
織
は
形
成
な
い
し
改
革
、
再
編
成
の
途
上
に

あ
っ
た
。
労
働
組
合
も
少
数
の
組
合
員
を
擁
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
雇
用
者
側
の
団
体
も
再
組
織
化
に
着
手
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

加
え
て
地
方
政
治
で
は
、
未
だ
に
フ
ラ
ン
コ
独
裁
に
忠
誠
を
誓
っ
た
人
々
が
牛
耳
っ
て
い
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、

議
会
（
国
会
）
の
み
が
民
主
的
心
情
を
持
つ
人
々
が
結
集
し
う
る
唯
一
の
場
所
を
提
供
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
民
主
的
野
党
が
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
た
っ
た
一
つ
の
「
兵
器
庫
中
の
弾
薬
」
は
、
有
権
者
の
支
持
で
あ
っ

　
　
　
（
4
5
）

た
の
で
あ
る
。

　
政
治
の
指
導
者
た
ち
は
、
転
換
期
の
情
勢
を
う
ま
く
乗
り
切
る
た
め
に
妥
協
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
。
制
憲
議
会
に

お
い
て
、
巣
立
ち
を
間
近
に
控
え
た
民
主
制
が
強
固
な
も
の
と
な
る
唯
一
の
方
法
は
、
異
な
っ
た
見
解
を
持
つ
政
治
的
グ
ル
：
プ
相
互

が
、
議
会
に
お
い
て
交
渉
の
場
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
治
折
衝
に
よ
っ
て
、
様
々
な
政
治
的
代
替
選
択
肢
の
間
で
の
一
般
的

合
意
形
成
の
努
力
不
足
の
故
に
、
そ
れ
以
前
の
民
主
的
実
験
の
場
で
は
未
解
決
に
終
っ
て
い
た
数
々
の
相
違
点
を
、
穏
健
化
さ
せ
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
一
九
三
一
年
に
始
ま
（
り
、
一
九
三
六
年
に
終
）
つ
た
第
二
共
和
制
が
、
（
合
意
形
成
の
未
熟
さ
の
故
に
）
早
々
に
し
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て
挫
折
し
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
コ
独
裁
が
登
場
し
た
と
い
う
苦
い
教
訓
が
遺
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
政
治
の
指
導
者
た
ち
は
、
「
コ
ン
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

ン
サ
ス
と
い
う
戦
略
（
国
　
6
◎
『
「
ω
①
昌
ω
二
ω
の
け
「
鋤
け
O
樋
四
《
）
」
を
意
識
的
に
採
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
憲
法
制
定
議
会
の
実
際
の
審
議
は
、
具
体
的
に
制
度
と
そ
の
実
践
を
い
か
に
民
主
化
す
る
か
に
焦
点
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
一
九

七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
は
人
権
宣
言
規
定
に
力
点
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
制
憲
議
会
は
、
議
会
制
度
が
現
実
に
い
か
に
組
織
さ

れ
る
べ
き
か
と
い
う
実
践
的
構
造
に
留
意
し
て
い
た
。
加
え
て
、
ス
ペ
イ
ン
政
治
に
お
け
る
伝
統
的
な
国
家
中
央
集
権
主
義
（
窪
①
耳
鋤
虫
，

鉱
8
巴
ω
冨
8
8
昌
耳
巴
6
日
）
で
は
な
く
、
地
方
自
治
制
（
9
。
ω
賓
ω
8
ヨ
O
h
「
o
σ
q
δ
づ
9
。
一
匹
¢
け
0
8
ヨ
凶
Φ
ω
）
を
創
設
す
る
こ
と
に
も
配
慮
し

た
。
後
者
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
新
し
い
民
主
制
の
中
で
最
も
脆
弱
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
ペ
イ
ン

の
国
家
と
し
て
の
統
一
を
最
重
要
視
す
る
国
家
主
義
者
と
、
カ
タ
ロ
ニ
ア
地
方
や
（
E
T
A
を
も
含
む
）
バ
ス
ク
地
方
な
ど
の
民
族
（
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

立
）
主
義
者
と
の
間
に
は
、
未
だ
に
ぬ
ぐ
い
去
り
難
い
軋
櫟
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
U
C
D
（
一
六
五
議
席
）
と
人
民
連
合
（
一
六
議
席
）
の
み
で
過
半
数
を
占
め
、
多
数
派
工
作
は
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
U
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
V

D
は
P
S
O
E
（
一
一
八
議
席
）
と
の
合
意
形
成
に
努
め
た
。
こ
の
こ
と
が
制
憲
議
会
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
戦
略
の
本
領
で
あ
る
。

（
同
様
に
前
述
し
た
（
西
）
ド
イ
ツ
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
も
、
S
P
D
と
K
P
D
の
み
で
過
半
数
を
制
し
え
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

も
か
か
わ
ら
ず
、
賢
明
に
も
S
P
D
は
C
D
U
と
の
妥
協
の
形
成
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

　
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
戦
略
を
成
功
さ
せ
た
具
体
的
政
治
機
構
の
一
つ
が
、
各
党
の
強
力
な
権
限
を
持
っ
た
責
任
あ
る
少
数
の
代
表
者

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
特
別
（
起
草
）
委
員
会
（
9
。
午
げ
o
o
8
ヨ
巨
耳
①
①
）
」
で
あ
る
。
特
別
（
起
草
）
委
員
会
の
構
成
員
計
7
名
の

内
訳
は
、
国
民
連
合
1
、
U
C
D
3
、
P
S
O
E
1
、
ス
ペ
イ
ン
共
産
党
1
、
カ
タ
ロ
ニ
ア
地
方
ま
た
は
バ
ス
ク
地
方
の
民
族
（
独
立
）

主
義
政
党
の
い
ず
れ
か
の
代
表
者
1
で
あ
っ
た
。
R
・
ギ
ュ
ン
タ
：
（
戸
Ω
冒
夢
興
）
は
特
別
（
起
草
）
委
員
会
の
役
割
を
以
下
の
よ

92
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う
に
評
価
し
て
い
る
。

　
　
制
憲
手
続
の
際
中
に
生
じ
た
不
一
致
が
大
き
い
場
合
で
も
、
解
決
さ
れ
る
蓋
然
性
が
多
分
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
．
・
：
・
：
交
渉
の
テ

　
　
ー
プ
ル
に
あ
る
者
が
各
党
の
比
較
的
少
数
の
代
表
者
と
し
て
私
的
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
、
（
し
か
も
こ
の
少
数
集
団
の
最
終
決

　
　
定
が
本
質
的
に
尊
重
さ
れ
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
）
こ
れ
ら
の
交
渉
者
た
ち
が
、
各
々
の
政
治
的
党
派
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
∀

　
　
対
し
て
拘
束
力
を
持
っ
た
合
意
を
形
成
す
る
権
限
を
授
権
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
制
憲
議
会
に
お
け
る
特
別
（
起
草
）
委
員
会
は
、
本
来
の
任
務
で
あ
る
憲
法
条
文
の
第
一
次
草
案
作
定
後
も
、
憲
法
制
定

の
あ
ら
ゆ
る
手
続
き
に
お
い
て
「
番
犬
（
≦
讐
。
包
o
o
q
）
」
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
。
．
そ
の
結
果
と
し
て
、
特
別
（
起
草
）
委
員
会
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

の
構
想
を
練
っ
た
基
本
的
枠
組
み
は
、
最
終
的
に
確
定
し
た
条
文
に
ま
で
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
特
別
（
起
草
）
委
員
会
の
役
割
り
は
、
一
九
四
九
年
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ボ
ン
基
本
法
制
定
時
の
（
C
D
U
1
、
S
P
D
1
、

F
D
P
（
閃
『
o
凶
①
∪
①
ヨ
。
す
讐
§
ゴ
①
閲
。
詳
。
凶
”
自
由
民
主
党
…
以
下
F
D
P
と
略
す
）
1
、
計
3
名
で
構
成
さ
れ
た
）
一
般
起
草
編
纂

委
員
会
（
9
一
面
①
∋
①
貯
。
『
閃
巴
欝
二
§
ω
9
¢
器
0
7
信
ゆ
…
通
称
、
三
人
委
員
会
…
∪
お
凶
①
国
華
げ
露
ゆ
）
の
役
割
り
と
、
私
見
に
よ
れ
ば
驚
く

ほ
ど
酷
似
し
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
た
め
に
、
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
の
役
割
を
以
下
略
記
す
る
。

　
ω
原
則
問
題
委
員
会
（
1
2
名
）
、
権
限
区
分
委
員
会
（
1
0
名
V
、
財
政
問
題
委
員
会
（
1
0
名
）
、
連
邦
機
関
委
員
会
（
1
2
名
）
お
よ
び
憲

法
裁
判
所
・
司
法
委
員
会
（
1
0
名
）
な
ど
が
、
各
々
の
自
己
の
責
任
領
域
に
つ
い
て
条
文
を
作
成
す
る
。
②
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
は
、

こ
う
し
て
作
ら
れ
た
各
専
門
委
員
会
案
を
、
法
律
用
語
の
適
格
性
と
そ
の
他
の
手
続
き
上
の
形
式
要
件
の
具
備
、
特
に
他
の
専
門
委
員

会
が
作
成
し
た
条
文
と
の
文
言
上
の
一
貫
性
、
お
よ
び
欠
嵌
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。
③
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
が
条
文
を
修
正
す
る

場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
専
門
委
員
会
委
員
長
と
協
議
し
た
上
で
修
正
案
を
当
該
委
員
長
へ
返
送
す
る
。
㈲
当
該
専
門
委
員
会
委
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員
長
は
、
必
要
な
再
審
議
を
行
っ
た
後
に
、
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
案
を
主
委
員
会
（
2
1
名
）
に
提
出
す
る
。
⑤
主
委
員
会
は
、
異
論

の
な
い
条
文
を
も
含
め
て
条
文
全
体
を
検
討
し
、
政
治
的
決
断
を
下
す
。
⑥
未
だ
に
一
致
し
な
い
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ω
か
ら
⑤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

の
作
業
過
程
を
繰
り
返
し
て
行
う
。

　
し
か
し
、
実
際
に
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
の
活
動
は
、
各
条
文
に
対
す
る
注
釈
を
記
し
た
事
後
的
な
報
告
書
を
除
い
て
、
速
記
録
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
ス
ペ
イ
ン
憲
法
制
定
の
際
の
「
私
的
な
」
特
別
（
起
草
）
委
員
会
の
協
議
形
態
と
同
じ
で

あ
っ
た
。
ま
た
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
は
、
本
来
の
任
務
で
あ
る
法
律
用
語
の
適
格
性
の
審
査
、
手
続
き
上
の
形
式
要
件
の
具
備
の
審

査
、
文
言
上
の
一
貫
性
の
た
め
の
修
正
、
お
よ
び
図
引
の
場
合
の
修
正
以
外
に
も
、
「
内
容
上
の
」
修
正
を
し
ば
し
ば
憲
法
草
案
に
加
え

た
。
そ
の
代
表
的
な
一
事
例
が
、
F
D
P
所
属
の
T
・
ボ
イ
ス
（
↓
7
8
8
吋
＝
窪
ω
ω
“
後
の
初
代
連
邦
大
統
領
二
九
四
九
－
五
九
年

在
職
）
が
主
張
し
、
原
則
問
題
委
員
会
で
採
決
さ
れ
、
主
委
員
会
で
も
一
旦
は
支
持
さ
れ
た
、
ボ
ン
基
本
法
第
一
条
理
一
項
第
一
文
の

「
人
間
の
尊
厳
は
国
家
秩
序
の
保
護
下
に
あ
る
」
と
い
う
条
文
に
、
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
が
変
更
を
加
え
、
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

で
あ
る
」
と
最
終
的
に
成
文
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
少
数
の
権
限
あ
る
代
表
者
が
私
的
に
協
議
す
る
委
員
会
は
、
「
妥
協
」
に
基
づ
く
合
意
形
成
を
目
的
と
し
た
政
治
機

構
と
し
て
は
か
な
り
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
。

94

（
b
）
　
P
S
O
E
の
ゴ
ン
サ
レ
ス
絶
対
多
数
政
権
下
に
お
け
る
与
野
党
関
係
の
変
化

　
一
九
八
二
年
一
〇
月
二
八
日
の
総
選
挙
で
は
、
P
S
O
E
が
絶
対
多
数
を
占
め
、
一
二
月
一
日
に
ゴ
ン
サ
レ
ス
が
率
い
る
P
S
O
E

が
単
独
で
政
権
を
相
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
生
じ
た
与
党
P
S
O
寧
内
部
の
権
力
購
遣
の
変
化
ρ
お
よ
び
与
野
覧
の
睡
力
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関
係
の
変
遷
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
に
分
析
の
対
象
と
な
る
政
治
的
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
①
政
府
与
党
と
②
議
会
に
お
け

る
野
党
と
い
う
二
元
論
的
要
素
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ω
政
府
与
党
の
政
党
組
織
、
②
政
府
与
党
の
議
会
内
会
派
、
．
㈲
政
府
与
党
の
内
閣

の
三
者
を
従
え
た
、
④
ゴ
ン
サ
レ
ス
党
書
記
長
（
首
相
）
と
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
ゲ
ラ
（
〉
罵
8
ω
o
O
亘
①
塁
巴
党
副
書
記
長
（
副
首
相
）

対
㈲
議
会
の
議
長
を
仲
介
者
と
す
る
野
党
の
五
者
と
し
た
い
（
後
述
図
3
参
照
）
。

　
（
i
）
議
会
与
党
の
衰
退

　
始
め
に
、
政
府
と
議
会
与
党
、
す
な
わ
ち
内
閣
と
与
党
の
議
会
内
会
派
の
関
係
を
分
析
し
た
い
。
ゴ
ン
サ
レ
ス
が
率
い
る
P
S
O
E

政
府
（
内
閣
）
は
、
一
九
八
二
年
以
来
（
議
会
に
お
け
る
絶
対
多
数
を
失
う
一
九
九
三
年
六
月
ま
で
）
議
会
で
傑
出
し
た
役
割
を
演
じ

て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
P
S
O
E
の
議
会
内
会
派
の
役
割
は
著
し
く
低
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
P
S
O
E
の
議
会
内
会
派
は
、

政
府
（
内
閣
、
な
か
ん
ず
く
首
相
）
と
野
党
の
間
に
存
在
す
る
直
接
的
で
激
し
い
議
論
の
応
酬
を
、
単
に
特
権
的
に
観
察
す
る
の
み
で
、

何
ら
そ
れ
以
上
の
実
質
的
権
力
を
持
た
な
い
位
に
ま
で
従
属
的
な
地
位
に
零
落
せ
し
め
ら
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
P
S
O
E
の
議
会
内

会
派
は
、
政
府
（
内
閣
）
が
行
い
、
ま
た
行
お
う
と
提
案
す
る
こ
と
を
、
何
で
も
忠
実
に
支
持
す
る
「
付
和
雷
同
者
（
《
①
。
。
ヨ
帥
巳
」
に

　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

変
容
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
変
容
は
二
つ
の
事
実
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
P
S
O
E
の
議
会
内
会
派
が
法
案
を
起
草
す
る
イ
ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
を
取
る
こ
と
が
著
し
く
減
少
し
た
。
す
な
わ
ち
、
P
S
O
E
が
野
党
で
あ
っ
た
一
九
七
九
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
、
P
S
O
E

の
議
会
内
会
派
は
八
三
の
法
案
を
議
会
に
提
案
し
、
そ
の
う
ち
一
〇
の
法
案
が
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
P
S
O
E
が
与
党
と

な
っ
た
一
九
八
二
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
、
P
S
O
E
の
議
会
内
会
派
は
五
つ
の
法
案
を
議
会
に
提
案
し
、
そ
の
全
て
を
可
決
せ
し

め
た
に
す
ぎ
亀
・
第
二
に
・
P
S
O
E
議
会
与
党
は
・
「
法
案
を
修
正
し
・
改
変
す
る
」
実
践
的
作
業
を
行
つ
機
会
を
戦
以
前
と
比 95



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

臥
す
る
な
ら
ば
大
幅
に
失
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
1
1
）
議
会
に
お
け
る
野
党
の
退
潮

　
P
S
O
E
絶
対
多
数
政
権
下
で
野
党
は
そ
の
影
響
力
の
大
半
を
失
い
、
野
党
集
団
に
お
け
る
指
導
者
の
人
材
難
は
か
か
る
状
況
を
一

層
悪
化
せ
し
魅
・
私
見
に
よ
れ
ば
・
与
党
P
S
O
E
は
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
政
党
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
野
党
箋
党
で
あ
る
国

民
連
合
（
後
の
国
民
党
）
は
組
織
力
で
劣
っ
て
い
た
。
け
だ
し
、
第
一
に
、
国
民
連
合
は
「
政
党
綱
領
と
政
党
組
織
」
の
二
点
に
お
い

て
は
、
社
会
主
義
政
党
よ
り
も
党
員
に
対
す
る
拘
束
力
が
本
来
低
い
包
括
的
保
守
政
党
（
8
8
ゴ
ー
9
。
＝
6
0
コ
ω
①
「
＜
①
辛
く
①
冨
二
ξ
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
九
七
七
年
の
自
由
選
挙
で
国
民
連
合
は
議
席
数
一
六
、
一
九
七
九
年
の
総
選
挙
で
議
席
数
九
、
一
九
八
二

年
の
総
選
挙
で
議
席
数
一
〇
六
、
以
後
、
一
九
八
六
年
一
〇
五
、
一
九
八
九
年
一
〇
七
、
一
九
九
三
年
一
四
一
と
、
一
九
八
二
年
を
境

に
し
て
、
議
席
数
が
約
十
倍
近
く
急
激
に
増
大
し
た
た
め
、
こ
の
議
席
増
に
組
織
面
で
の
補
強
策
が
追
い
つ
か
な
か
っ
た
き
ら
い
が
あ

っ
た
。
第
三
に
B
・
ポ
ラ
ッ
ク
（
羽
書
賓
男
。
＝
餌
。
『
）
と
J
・
グ
ル
ー
ゲ
ル
（
』
①
雪
O
『
⊆
9
q
9
に
よ
れ
ば
、
国
民
連
合
は
旧
体
制
の
右

翼
政
党
で
あ
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
完
全
に
払
拭
す
る
た
め
に
は
時
間
を
要
し
た
。
「
公
式
の
政
党
綱
領
に
お
け
る
曖
昧
な

近
代
性
」
の
雰
囲
気
と
、
「
公
的
な
い
し
半
公
的
な
集
会
に
お
い
て
国
民
連
合
の
指
導
者
た
ち
が
即
席
で
行
っ
た
疑
似
侵
略
的
報
復
主
義
」

的
公
言
内
容
と
の
ギ
・
知
が
・
国
民
連
A
n
の
民
主
的
信
頼
度
を
疑
わ
せ
る
主
た
る
原
因
で
あ
・
た
。
D
・
・
ペ
ス
・
ガ
ル
リ
イ
ド

（
O
δ
σ
q
o
ピ
。
需
N
O
費
「
置
。
）
と
J
・
ス
ピ
ラ
ー
ツ
（
一
8
5
Q
D
ロ
げ
凶
鎚
房
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
二
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
の
P
S
O

E
政
権
の
最
初
の
立
法
期
に
お
い
て
、
社
会
主
義
者
た
ち
（
首
相
、
副
首
相
に
率
い
ら
れ
た
P
S
O
E
の
政
党
組
織
、
議
会
与
党
、
内

閣
の
三
者
か
ら
な
る
政
府
与
党
の
全
体
）
は
、
英
国
を
範
と
し
た
議
会
像
の
構
築
に
努
力
し
た
。
す
な
わ
ち
P
S
O
E
政
府
与
党
は
、

庄
要
な
野
髭
集
団
と
野
壷
の
指
導
者
の
比
重
を
高
め
、
か
く
し
て
二
重
倒
の
イ
メ
ー
ジ
を
偲
遮
し
、
代
替
簾
を
持
つ
た
救
護
堅
雪
の
用
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意
が
で
き
た
野
党
が
、
理
論
上
存
在
す
る
観
を
助
長
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
二
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
指

導
的
野
党
で
あ
る
べ
き
野
党
第
一
党
の
国
民
連
合
は
、
自
党
の
右
翼
的
性
格
の
残
燈
の
故
に
議
会
民
主
制
を
有
効
に
活
用
で
き
ず
、
議

会
に
お
け
る
野
党
勢
力
の
リ
ー
ダ
ー
す
な
わ
ち
「
議
会
野
党
」
と
し
て
の
実
効
力
も
発
揮
で
き
な
っ
た
。
他
方
で
、
残
余
の
野
党
集
団

（
民
主
社
会
中
央
党
日
O
Φ
コ
胃
o
U
o
ヨ
o
o
贔
二
8
《
ω
o
o
一
巴
”
ス
ア
レ
ス
元
首
相
が
率
い
る
新
党
、
バ
ス
ク
地
方
お
よ
び
カ
タ
ロ
ニ
ア

地
方
の
民
族
（
独
立
）
主
義
諸
政
党
、
混
合
中
立
系
諸
派
な
ど
の
中
小
政
党
）
は
、
相
対
的
に
（
世
論
表
明
機
関
と
し
て
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
∀

直
ち
に
政
権
担
当
の
機
会
を
眼
中
に
入
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
）
そ
の
地
位
を
高
め
た
の
で
あ
る
。

　
本
来
、
議
会
は
多
数
派
の
み
が
専
有
す
る
機
関
で
は
な
く
、
多
数
派
と
少
数
派
（
野
党
）
の
両
者
が
共
有
す
る
機
関
で
あ
る
。
し
か

し
P
S
O
E
絶
対
多
数
政
権
下
の
ス
ペ
イ
ン
国
会
は
、
む
し
ろ
政
府
与
党
の
た
め
の
機
関
と
な
り
、
「
野
党
が
自
己
の
代
替
政
権
構
想
を

構
築
し
て
公
的
に
意
見
を
表
明
す
る
た
め
の
舞
台
」
で
は
な
く
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
実
に
実
の
あ
る
審
議
折
衝
が
、
議

会
（
と
り
わ
け
正
規
の
立
法
機
関
）
に
お
い
て
、
「
異
な
っ
た
社
会
的
利
益
を
代
表
す
る
」
様
々
な
集
団
の
間
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
提
案
さ
れ
た
法
律
案
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
国
民
と
の
実
質
的
な
実
務
折
衝
は
、
内
閣
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
案
が
議
会
に
上
程
さ
れ
る
以
前
に
、
社
会
的
勢
力
・
利
害
関
係
者
の
間
で
、
あ
ら
ゆ
る
法
案
の

内
容
に
つ
い
て
事
実
上
の
合
意
が
、
政
府
与
党
内
部
の
政
治
機
構
で
形
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
野
党
は
自
ら
が
社
会
的
利
益
を

表
出
す
る
以
上
に
、
政
府
と
の
（
私
見
に
よ
れ
ば
、
実
務
折
衝
で
は
な
く
、
宣
伝
目
的
で
の
）
象
徴
的
な
闘
争
（
ω
重
げ
。
膏
馨
2
0
q
o
q
δ
ω
）

に
従
事
す
る
の
で
あ
る
。
野
党
が
こ
の
「
象
徴
的
な
闘
争
」
、
換
言
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
闘
争
に
従
事
し
た
結
果
、
野
党
は
自

党
の
政
策
立
案
能
力
を
大
幅
に
失
っ
た
。
他
方
で
、
政
府
も
法
律
の
起
草
、
審
議
、
可
決
と
い
う
作
業
に
お
い
て
あ
る
程
度
高
慢
な
態

度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
政
府
と
議
会
は
一
言
で
言
え
ば
「
強
い
政
府
と
弱
い
議
会
（
ω
㌶
§
o
q
o
q
o
〈
臼
§
Φ
馬
蝉
≦
要
心
冨
忌
①
ヨ
①
暮
と
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の
関
係
を
呈
し
て
い
る
。
政
府
は
、
特
定
の
社
会
的
諸
利
益
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
保
護
す
る
機
能
を
持
っ
た
「
政
策
形
成
の
舞
台
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

と
な
り
、
議
会
は
単
な
る
形
式
的
審
議
機
関
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
P
S
O
E
政
権
下
で
の
政
治
的
な
権
力
分
立
論
に
よ
る
与
野
党
関
係
の
分
析
で
あ
る
。
政
治
的
な
権
力
分
立
論
は
、
こ
の
他

に
中
央
政
府
と
他
方
政
府
の
間
で
も
展
開
し
う
る
。
以
下
、
こ
の
観
点
を
検
討
し
た
い
。

98

　
　
　
　
　
　
　
（
c
）
　
地
域
代
表
機
関
と
し
て
の
上
院
の
一
定
の
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
第
一
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
国
家
形
態
は
形
式
上
「
連
邦
制
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
連
邦
制
」
と
い
う
概
念
は
用
い
な
く
と
も
、
既
に

「
連
邦
制
的
に
組
織
さ
れ
た
国
家
（
Φ
ぎ
ま
傷
三
巴
○
噌
σ
q
餌
艮
ω
δ
『
け
Φ
『
ω
寅
簿
）
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
つ
そ
れ
故
に
、
名
称
と
実
態
の

間
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
一
種
の
乖
離
現
象
の
故
に
「
不
均
整
な
連
邦
国
家
（
Φ
貯
器
《
露
華
簿
二
ω
o
げ
興
b
d
二
ご
自
①
ω
ω
富
岡
）
」
と
ホ
セ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

J
・
G
・
エ
ン
シ
ナ
ー
ル
（
｝
O
ω
0
旨
¢
餌
コ
O
O
⇒
N
巴
①
ω
国
コ
O
冒
帥
吋
）
は
記
し
て
い
る
。
第
二
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
上
院
は
、
法
的
に
「
自
治

州
」
の
代
表
で
は
な
く
「
県
」
を
代
表
す
る
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
選
出
さ
れ
た
上
院
議
員
の
圧
倒
的
多

数
は
政
府
与
党
P
S
O
E
か
野
党
第
一
党
国
民
連
合
（
国
民
党
）
に
所
属
し
て
い
る
（
一
九
八
二
年
に
は
上
院
議
員
総
数
二
〇
八
名
中

P
S
O
E
＝
二
四
名
、
国
民
連
合
五
四
名
。
一
九
八
六
年
P
S
O
E
一
二
四
名
、
国
民
連
合
六
三
名
。
一
九
八
九
年
P
S
O
E
一
〇
八

　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

名
、
国
民
党
七
七
名
。
）
が
故
に
、
政
治
的
に
見
て
、
「
出
身
自
治
州
の
利
益
を
政
党
の
利
益
に
優
先
さ
せ
る
」
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
留
保
を
念
頭
に
し
た
上
で
「
地
域
代
表
機
関
と
し
て
の
上
院
の
＝
疋
の
役
割
」
を
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
V

　
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
六
九
条
第
一
項
は
「
上
院
は
地
域
的
代
表
の
議
院
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
上
院
の
機

能
は
基
本
的
に
議
会
（
下
院
V
の
「
二
重
写
し
（
儀
唇
＝
o
簿
①
）
」
に
す
ぎ
な
い
。
第
一
に
、
上
院
が
立
法
上
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
行
使
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す
る
事
例
は
極
め
て
暦
世
・
例
え
ば
・
一
九
七
九
年
か
ら
八
二
年
の
U
C
D
政
権
下
で
、
上
院
は
七
法
案
を
提
出
し
、
内
六
法
案
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
V

可
決
せ
し
め
た
。
ま
た
一
九
八
二
年
か
ら
八
六
年
の
P
S
O
E
政
権
下
で
、
上
院
は
一
法
案
を
提
出
し
て
可
決
せ
し
め
た
に
過
ぎ
な
い
。

第
二
に
、
し
か
し
、
上
院
に
は
一
定
限
度
で
修
正
機
能
が
認
め
ら
れ
る
。
一
九
七
九
年
か
ら
八
二
年
の
U
C
D
政
権
下
で
、
上
院
は
下

院
か
ら
送
付
さ
れ
た
法
案
の
三
〇
％
に
修
正
を
加
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
九
八
二
年
以
降
の
第
三
立
法
期
の
P
S
O
E
政
権
下

で
は
、
下
院
通
過
法
案
の
五
〇
％
以
上
に
上
院
が
修
正
を
加
え
た
。
但
し
、
こ
の
数
字
は
上
院
の
役
割
の
重
要
性
を
示
す
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
下
院
が
既
に
吟
味
し
た
法
案
に
一
定
の
修
正
を
加
え
る
手
続
き
の
容
易
さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
主
義
集
団
（
P

S
O
E
政
府
与
党
・
下
院
絶
対
多
数
派
）
が
、
下
院
の
段
階
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
修
正
の
提
議
を
、
上
院
で
再
提
起
す
る

機
会
が
生
じ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
か
よ
う
に
し
て
上
院
は
（
通
常
二
箇
月
、
下
院
が
緊
急
と
認
め
た
時
に
は
二
〇
日
子
の
V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

再
考
の
時
間
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
上
院
が
政
府
に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
自
由
自
在
に
行
い
う
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
稀
少
で
あ
る
。
上
院
議
員
に
著
名
な
ス
ペ
イ
ン
の

政
治
家
は
い
な
い
。
政
府
の
閣
僚
は
直
接
の
招
請
が
あ
る
場
合
に
の
み
上
院
の
審
議
に
出
向
い
て
く
る
。
反
対
に
上
院
議
員
は
下
院
に

足
繁
く
通
っ
て
、
大
臣
や
政
党
の
指
導
者
と
ロ
ビ
ー
活
動
を
通
じ
て
実
務
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
る
。
本
来
地
域
を
代
表
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
上
院
は
、
中
央
の
行
政
に
対
抗
す
る
（
地
方
）
勢
力
の
仲
介
者
と
し
て
機
能
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
ま
た
、
地
域
的
利
害

に
財
響
を
捧
か
政
府
が
提
出
し
た
法
案
に
つ
い
て
も
、
上
院
は
下
院
に
先
議
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
上
院
は
、
「
制
度

的
、
な
い
し
政
治
的
な
注
目
を
集
め
る
」
議
会
（
下
院
）
と
政
府
と
い
う
、
一
対
の
国
家
の
中
枢
機
構
の
外
に
位
置
し
、
政
治
権
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

主
た
る
行
使
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
見
て
、
ス
ペ
イ
ン
に
は
「
地
域
的
権
力
分
立
制
度
」
を
支
え
る
と
い
う
意
義
を
持
っ
た
上
院
は
存
在
し
て
い
な
い
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こ
と
が
判
明
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
政
治
的
な
権
力
分
立
制
度
は
、
政
治
的
な
観
点
か
ら
「
象
徴
化
」
さ
れ
た
政
治
機
構
図
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
う
る
。

う
な
政
治
機
構
図
を
創
り
出
し
た
。
D
・
ロ
ペ
ズ
・
ガ
ル
リ
イ
ド
の
分
析
を
解
明
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
㎜

以
下
、
か
よ

（
d
）
　
D
・
ロ
ペ
ス
・
ガ
ル
リ
イ
ド
に
よ
る
与
野
党
の
権
力
関
係
の
構
図

　
ス
ペ
イ
ン
議
会
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
絶
対
多
数
を
与
党
が
占
め
て
野
党
が
弱
小
な
場
合
、
第
二
に
、
少
数
与
党
政
権
の
下
で
専

ら
与
野
党
の
妥
協
を
要
す
る
場
合
、
こ
の
両
者
の
場
合
に
同
じ
よ
う
に
、
議
会
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
る
余
地
が
あ

る
。
そ
れ
故
に
議
会
の
機
能
低
下
の
原
困
は
、
単
に
多
数
派
と
少
数
派
と
の
数
的
大
小
の
み
に
依
拠
す
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
議
会

が
有
効
に
機
能
す
る
か
否
か
は
、
所
与
の
議
会
の
人
的
構
成
と
い
う
条
件
の
下
で
、
政
府
（
執
行
府
）
に
対
し
て
、
与
野
党
の
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

の
政
党
（
議
会
会
派
）
で
あ
れ
、
そ
の
政
党
が
行
っ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
質
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

考
え
る
上
で
、
以
下
に
引
用
し
た
、
D
・
ロ
ペ
ス
・
ガ
ル
リ
イ
ド
の
権
力
分
立
論
は
注
目
に
値
す
る
。

　
D
・
ロ
ペ
ス
・
ガ
ル
リ
イ
ド
は
与
野
党
関
係
の
構
図
を
、
単
に
政
府
与
党
と
議
会
に
お
け
る
野
党
が
議
長
を
仲
介
者
と
し
て
対
峙
す

る
三
角
関
係
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た
。
ガ
ル
リ
イ
ド
は
U
C
D
少
数
与
党
政
権
ド
で
は
、
ω
政
府
・
内
閣
、
②
U
C
D
議
会
会
派
、
㈲

U
C
D
政
党
組
織
、
ω
野
党
、
⑤
議
長
の
五
者
が
求
心
点
を
欠
い
て
並
立
す
る
「
ペ
ン
タ
ゴ
ン
（
五
角
形
）
と
ペ
ン
タ
グ
ラ
ム
（
五
角

の
星
形
）
の
複
合
形
態
」
と
し
た
。
但
し
、
こ
の
構
図
に
は
政
府
・
内
閣
と
議
会
野
党
の
対
立
・
協
調
関
係
を
示
す
線
分
は
欠
け
て
い

た
（
図
2
参
照
）
。
他
方
、
ガ
ル
リ
イ
ド
は
、
P
S
O
E
絶
対
多
数
政
権
下
で
は
、
首
相
（
党
書
記
長
）
と
副
首
相
（
子
鼠
書
記
長
）
の
中

決
集
権
的
で
二
頭
制
的
な
指
導
者
が
、
ω
政
府
・
内
閣
、
②
P
S
O
E
議
会
会
派
（
国
務
長
官
と
議
会
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
含
む
）
、
③
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図を　1979－82年のUCO敵縮下における●会ファクター問の関係

　政府・内閣

　UCD
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野党
議会会派　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　　　　　　　　　　　　　　UCD

　　　　　　　　　　　　　政党組織

議長

本図は，Lopez　Garrido，‘Gobiemo　y　Padamento：dos　models　de　relaciones　inte㎜s’in

EI　Go6fεγη02η勿Coπs’〃曜fδη＆μz苑。如，　Barcelona，1985，　Diputaci6n　de　Barcelona．に

よる。Giol／Cotarelo／Gaπido／Subirats，　op．　cit．（note　l3），　p．109．により引用した。但し，

何故に，政府・内閣と野党間の関係を示す線分が欠けているのかは，筆者にとっては不可

解で，その原因は調査中である。

P
S
O
E
政
党
組
織
、
ω
議
長
を
介
し
た
野
党
の
四
者
を
従
え
る
構
造
を
持

っ
た
、
十
字
路
型
構
図
に
よ
っ
て
与
野
党
間
の
権
力
関
係
を
把
握
し
た
（
図
3

参
照
）
。

　
図
2
は
、
U
C
D
少
数
与
党
政
権
下
で
の
議
会
フ
ァ
ク
タ
ー
間
の
関
係
を

示
し
て
い
る
。
U
C
D
は
政
府
与
党
内
部
で
の
統
一
性
（
首
相
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
下
で
の
政
策
上
の
首
尾
一
貫
し
た
方
針
）
の
欠
如
に
よ
っ
て
崩
壊

し
た
。
政
治
的
官
職
と
政
治
的
に
責
任
あ
る
地
位
は
、
U
C
D
を
構
成
す
る

「
家
族
的
な
仕
組
み
（
貯
ヨ
ま
①
ω
）
」
の
間
で
、
そ
の
勢
力
の
大
小
に
従
っ
て

配
分
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
（
内
閣
）
を
代
表
す
る
首
相
と
、
政

党
組
織
を
代
表
す
る
U
C
D
党
幹
事
長
と
、
議
会
与
党
を
代
表
す
る
与
党
U

C
D
院
内
総
務
の
三
者
が
、
別
々
の
見
解
を
持
っ
て
異
な
っ
た
こ
と
を
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
各
大
臣
は
自
ら
の
議
会
集
団
と
独
自
の
ス

ポ
ー
ク
ス
マ
ン
を
持
ち
、
自
己
に
特
別
の
利
益
を
も
た
ら
す
法
案
の
み
を
支

持
し
た
。
当
時
、
政
府
と
議
会
与
党
間
の
公
的
審
議
は
、
与
党
内
部
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
V

の
対
立
を
露
呈
す
る
が
故
に
、
意
図
的
に
回
避
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
図
3
は
、
一
九
八
二
年
か
ら
八
六
年
ま
で
の
P
S
O
E
政
権
下
で
の
、
議

会
フ
ァ
ク
タ
ー
間
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。
P
S
O
E
政
権
（
与
党
ス
ペ
イ 101



図3　1982－86年のPSOE政権下における議会ファクター問の関係

PSOE

　　　　　　　　　　　　　首相。副首相

　　　　／国務長官
　政府・内閣　　　　　　　　議会スポークスマン

　　　　　｝一輪派

野党

本図もLopez　Garrido，　op．　cit（figura　2），1985．による。

op．　cit，（note　l3），　p．110．により引用した。

ちなみに図3を立体化すると以下のようになる。

Gio1／Cotarelo／Garrido／Subirats，

ゴンサレス

　　　　　ノ　ゲラ

　　ゴリサコ　コロロコココ　のロ　サロロロ

，！　PSOE

　　　政党

議長

N／／　　野党

繋一廓饗．，。。．府
閣

政
内

ン
社
会
労
働
党
）
の
特
徴
は
、
ま
ず
始
め
に
与
党
P
S
O
E

が
高
度
に
組
織
化
さ
れ
た
政
党
（
政
権
）
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
そ
の
党
組
織
の
頂
点
に
立
つ
ゴ
ン
サ

レ
ス
党
書
記
長
は
公
務
に
お
い
て
も
首
相
で
あ
り
、
ゲ
ラ
党

費
書
記
長
も
副
首
相
で
あ
る
。
第
二
に
、
加
え
て
他
の
内
閣

の
閣
僚
は
党
（
中
央
）
執
行
委
員
会
委
員
と
兼
職
．
兼
務
し

て
い
な
い
。
故
に
相
対
的
に
正
副
首
相
に
権
限
が
党
史
上
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
V

公
務
上
も
集
権
し
て
い
る
。
次
に
内
閣
の
閣
議
の
他
に
、
次

官
会
議
（
匪
①
O
o
聖
目
δ
匹
8
0
暁
Q
∩
ロ
げ
－
ω
①
o
「
①
冨
『
凶
Φ
ω
）
の

存
在
が
P
S
O
E
政
権
の
政
治
機
構
論
上
の
特
徴
で
あ
る
。

次
官
会
議
は
全
省
庁
の
各
々
を
代
表
す
る
全
次
官
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
、
副
首
相
が
主
宰
し
て
閣
議
に
先
立
っ
て
必
ず
開

催
さ
れ
る
。
従
来
か
ら
P
S
O
E
の
政
策
決
定
過
程
は
正
副

両
首
相
に
集
権
し
て
い
た
。
一
九
八
六
年
六
月
に
次
官
会
議

が
発
足
す
る
と
、
次
官
会
議
は
閣
議
か
ら
実
務
協
議
に
関
す

る
権
限
の
一
部
を
奪
っ
た
。
加
え
て
主
宰
者
た
る
副
首
相
の

全
政
策
決
定
過
程
へ
の
実
務
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
よ
り
強
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固
な
も
の
と
し
た
。
要
す
る
に
P
S
O
E
政
権
下
で
議
会
の
諸
フ
ァ
ク
タ
ー
の
大
半
（
与
党
党
組
織
、
政
府
・
内
閣
、
議
会
与
党
会
派
、

お
よ
び
一
定
限
度
で
議
会
野
党
）
は
、
正
副
両
首
相
、
と
り
わ
け
一
九
八
二
年
に
四
〇
才
で
首
相
と
な
っ
た
P
S
O
E
の
若
き
闘
士
ゴ

ン
サ
レ
ス
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
P
S
O
E
政
権
の
政
策
は
、
内
容
上
、
首
尾
一
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

し
た
統
一
性
を
持
ち
、
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
は
著
し
い
中
央
集
権
化
（
6
①
コ
嘗
p
一
冒
9
。
二
8
）
傾
向
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
議
会
諸
会
派
の
政
府
・
内
閣
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
性
質
と
議
会
に
お
け
る
審
議
の
質
の
向
上
を
考
え
る
上
で
有
益
な
の
は
、

以
下
で
紹
介
す
る
M
・
G
・
ヴ
ァ
イ
ン
バ
ウ
ム
（
竃
m
2
ぎ
O
・
芝
①
貯
げ
器
量
）
の
五
つ
の
分
類
で
あ
る
。

フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

（
e
）
　
議
会
野
党
と
政
府
与
党
の
関
係
を
示
す
M
・
G
・
ヴ
ァ
イ
ン
バ
ウ
ム
の
五
類
型

　
U
・
リ
ー
ベ
ル
ト
（
⊆
「
涛
①
［
凶
。
げ
Φ
「
け
）
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ギ
リ
シ
ャ
お
よ
び
ト
ル
コ
の
五
箇
国
の
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

研
究
を
行
っ
た
。
こ
の
際
に
、
議
会
と
政
府
の
関
係
を
「
立
法
府
の
タ
イ
プ
」
と
し
て
分
類
し
た
、
M
・
G
・
ヴ
ァ
イ
ン
バ
ウ
ム
の
範
疇

を
援
用
し
た
。
以
下
こ
の
範
疇
を
用
い
て
ス
ペ
イ
ン
の
与
野
党
関
係
を
分
析
し
た
い
。

　
一
九
七
七
年
か
ら
七
九
年
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
制
憲
議
会
の
類
型
は
、
「
（
政
府
と
）
対
等
な
議
会
（
8
0
昼
餐
二
巴
o
o
q
幽
巴
瓦
ロ
「
o
）
」
に

属
す
る
。
こ
の
一
つ
め
の
類
型
の
立
法
府
は
、
行
政
府
と
対
等
に
相
互
の
協
議
を
行
い
、
高
度
の
協
力
と
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
。
そ

れ
は
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
う
る
。
こ
の
議
院
内
閣
制
の
一
形
態
は
、
単
一
政
党
が
絶
対
多
数
派
を
形
成
し
な
い
場

合
に
生
じ
る
。
こ
の
類
型
は
、
忠
誠
心
と
自
己
の
帰
属
意
識
を
持
っ
た
党
員
か
ら
な
る
規
律
あ
る
諸
政
党
が
、
高
圧
的
態
度
を
避
け
て
、

よ
り
柔
軟
な
路
線
を
取
る
連
立
政
権
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
は
、
立
法
上
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
主
と
し
て
行
政
府
が
握

っ
て
い
る
が
、
可
決
さ
れ
る
議
員
立
法
数
も
相
当
程
度
存
在
す
る
。
（
各
党
の
見
解
が
反
映
さ
れ
る
）
委
員
会
の
審
議
が
重
視
さ
れ
る
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が
、
政
府
が
倒
閣
さ
れ
る
危
険
性
も
低
い
。
要
す
る
に
、
ス
ペ
イ
ン
制
憲
議
会
期
に
お
け
る
最
初
の
立
法
府
は
、
少
数
政
府
与
党
と
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

の
議
会
勢
力
と
の
間
で
、
過
渡
的
同
盟
関
係
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
七
九
年
忌
ら
八
二
年
に
お
け
る
初
期
の
ス
ペ
イ
ン
国
会
の
重
要
な
時
代
は
、
「
（
政
府
に
対
し
て
）
競
合
的
優
越
性
を
有
す
る
議

会
（
8
ヨ
需
鉱
く
①
－
ユ
。
目
ぎ
雪
二
Φ
ぴ
q
凶
巴
讐
ロ
冨
）
」
と
い
う
二
つ
め
の
範
疇
に
属
し
て
い
た
。
議
会
が
有
す
る
「
競
合
的
優
越
性
」
と
は
、

頻
繁
に
提
起
さ
れ
、
高
頻
度
で
繰
り
返
さ
れ
る
（
強
く
団
結
し
た
議
会
の
政
府
に
対
す
る
）
対
立
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。
高
度
に

専
門
化
さ
れ
た
常
任
委
員
会
が
政
府
と
の
対
決
の
場
で
あ
る
。
こ
の
常
任
委
員
会
に
お
い
て
議
会
は
、
「
政
府
に
対
し
て
重
い
価
値
を
有

す
る
競
合
者
」
と
な
る
。
こ
の
委
員
会
審
議
に
お
い
て
政
府
と
議
会
は
恒
常
的
に
利
害
を
調
整
し
て
い
る
。
議
会
の
立
法
に
対
す
る
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

響
力
は
多
大
で
あ
る
。
反
対
に
政
府
が
自
己
の
提
案
に
同
意
を
得
る
チ
ャ
ン
ス
は
相
対
的
に
低
い
。

　
一
九
八
二
年
か
ら
八
九
年
置
ス
ペ
イ
ン
国
会
は
、
「
（
政
府
に
）
従
属
す
る
議
会
（
ω
¢
げ
。
「
土
類
9
。
8
0
費
蕾
ヨ
①
昌
叶
〔
「
①
駐
ω
団
ε
「
①
〕
と

へ
と
移
行
し
、
部
分
的
に
は
「
（
政
府
に
）
隷
属
す
る
議
会
（
ω
ロ
げ
ヨ
尻
ω
凶
く
Φ
O
費
ぎ
ヨ
Φ
昌
け
）
」
に
ま
で
零
落
し
た
と
さ
え
言
わ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
本
質
的
に
議
会
の
立
法
へ
の
影
響
力
は
、
隷
属
的
な
レ
ベ
ル
ま
で
降
下
し
た
訳
で
は
な
い
。
議
事
規
則
、
議
会
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

法
規
、
お
よ
び
議
会
の
知
的
資
源
の
活
用
の
途
は
、
恒
常
的
に
隷
属
的
議
会
よ
り
は
良
好
に
制
度
化
さ
れ
て
い
た
。

　
「
（
政
府
に
対
し
て
）
従
属
的
な
議
会
」
と
い
う
三
つ
め
の
類
型
は
、
単
一
の
結
集
力
の
あ
る
（
絶
対
）
多
数
政
党
に
よ
っ
て
政
府
が

形
成
さ
れ
、
規
律
あ
る
議
会
多
数
派
与
党
に
よ
っ
て
政
府
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
条
件
の
下
で
生
じ
る
。
立
法
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
は
主
と
し
て
政
府
（
行
政
府
）
の
手
中
に
あ
り
、
議
員
立
法
の
成
立
数
の
比
率
は
全
体
数
の
中
で
は
極
め
て
低
く
、
議
員
が
政
府
提

出
法
案
を
否
決
す
る
可
能
性
も
織
・
冗
八
二
年
以
降
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
P
S
・
E
の
絶
対
多
数
政
権
（
一
九
八
二
年
置
月
の

選
挙
で
は
議
席
率
五
入
％
、
一
九
八
六
年
六
月
の
選
挙
で
は
議
席
率
五
三
％
V
の
下
で
、
か
か
る
状
態
が
生
起
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」
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「
（
政
府
に
対
し
て
）
隷
属
的
な
議
会
」
と
い
う
四
つ
め
の
構
図
は
、
行
政
府
の
恣
意
的
行
動
に
制
限
が
加
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合

に
生
起
す
る
。
こ
の
状
況
下
で
、
政
府
は
政
府
人
事
に
対
す
る
議
会
の
発
言
権
を
厳
重
に
制
限
上
、
巧
み
に
議
会
に
お
け
る
投
票
行
動

を
操
り
、
政
治
的
報
酬
を
独
占
し
て
、
物
理
的
圧
力
を
議
会
の
審
議
に
加
え
る
。
要
す
る
に
、
議
会
を
時
折
開
催
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

不
和
雷
同
を
唱
え
る
御
用
議
会
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
不
確
定
な
タ
イ
プ
（
ぎ
α
簿
臼
ヨ
ぎ
9
①
け
§
）
の
議
会
・
政
府
関
係
」
と
い
う
五
つ
め
の
類
型
は
、
政
府
が
議
会
多
数
派

の
信
任
で
は
な
く
、
大
統
領
の
指
名
に
よ
り
組
閣
さ
れ
る
場
合
に
生
じ
る
。
こ
の
場
合
に
首
相
は
自
己
の
指
名
の
政
治
的
根
拠
を
よ
り

優
越
的
な
行
政
者
（
大
統
領
）
に
負
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
一
九
八
四
年
置
憲
法
が
改
正
さ
れ
て
議
会
の
権
限
が
強
化

さ
れ
る
ま
で
、
こ
の
状
態
が
続
い
た
と
り
ー
ベ
ル
ト
は
述
べ
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
事

実
上
大
統
領
が
首
相
を
指
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
運
用
の
面
で
生
じ
た
権
力
関
係
の
構
造
を
、
「
不
確
定
な
タ
イ
プ
の
議
会
．
政
府
関
係
」

は
示
し
坐
る
．
・
の
状
況
下
で
、
首
相
（
行
政
府
）
は
極
め
て
脆
弱
で
あ
犠
蟄
不
能
に
陥
る
危
険
性
の
下
に
あ
訴
）
．
」
．
．
で
は
、

首
相
と
議
会
の
関
係
を
安
定
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
本
来
必
要
な
、
両
者
間
の
政
治
的
信
託
関
係
の
構
図
が
欠
け
て
い
る
。

　
以
上
、
ヴ
ァ
イ
ン
バ
ウ
ム
の
類
型
を
追
っ
て
き
た
。
要
す
る
に
、
議
会
野
党
と
政
府
与
党
の
数
的
勢
力
関
係
の
強
弱
以
外
に
も
、
与

党
の
構
成
（
単
独
で
過
半
数
を
占
め
る
政
権
か
、
連
立
政
権
か
V
、
大
統
領
内
閣
制
か
議
院
内
閣
制
か
、
お
よ
び
付
言
す
れ
ば
、
与
野
党

の
政
治
家
の
馨
（
野
党
）
儀
よ
・
て
宣
議
会
に
お
け
る
審
議
の
意
味
は
異
な
る
．
・
の
・
と
を
・
れ
ら
五
つ
の
構
図
は
示
唆
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
建
設
的
不
信
任
投
票
制
が
ス
ペ
イ
ン
で
も
政
治
の
安
定
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
を
、
政
治
機
構
論
の
立
場
か
ら
付
言
し
た

　
　
も
　
　
　
　
む

い
と
眉
う
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（
f
）
　
建
設
的
不
信
任
投
票
制
と
少
数
与
党
政
権
の
安
定
的
運
営
　
　
ド
イ
ツ
的
な
制
度
輸
入
の
成
功
例

　
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
一
＝
二
条
第
二
項
は
「
（
内
閣
、
な
か
ん
ず
く
首
相
）
不
信
任
の
動
議
は
、
…
…
（
新
し
い
）
首
相
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

補
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
お
そ
ら
く
（
西
）
ド
イ
ツ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
」
建
設
的
不
信
任

投
票
制
度
の
一
種
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
第
一
回
総
選
挙
後
に
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
九
九
条
が
定
め
る
規
定
〔
い
わ
ゆ
る
特
別
国
会
に
お

け
る
首
班
指
名
〕
に
基
づ
い
て
、
表
4
に
明
記
さ
れ
た
勢
力
に
よ
っ
て
ス
ア
レ
ス
首
相
が
信
任
さ
れ
た
。
こ
の
時
政
権
与
党
U
C
D
は

三
五
〇
議
席
中
一
六
八
議
席
を
占
め
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
典
型
的
な
少
数
与
党
政
権
で
あ
る
。
一
九
八
○
年
に
内
閣
不
信
任
案
が
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）

出
さ
れ
た
が
、
否
決
さ
れ
た
。
建
設
的
不
信
任
投
票
制
の
「
国
政
の
安
定
化
を
も
た
ら
す
作
用
」
が
有
効
に
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
建
設
的
」
不
信
任
投
票
制
と
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
時
代
の
多
か
れ
少
な
か
れ
「
破
壊
的
」
に
運
用
さ
れ
た
、
通
常
の
不
信
任

投
票
の
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ド
イ
ツ
の
学
界
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
名
称
で
あ
る
。

　
当
初
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
後
任
の
首
相
を
選
出
し
た
後
に
初
め
て
現
在
の
首
相
に
対
し
て
不
信
任
を
行
う
と
い
う
、
こ
の
厳
格
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

要
件
の
故
に
建
設
的
不
信
任
投
票
が
成
功
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
八
二
年
一
〇
月
一
日
に
S
P
D
・
F

D
P
連
立
内
閣
の
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
首
相
に
対
す
る
建
設
的
不
信
任
投
票
が
成
功
し
、
C
D
U
／
C
S
U
・
F
D
P
連
立
政

権
の
H
・
コ
ー
ル
首
相
が
選
出
さ
れ
た
。
F
D
P
の
よ
う
な
中
間
的
な
第
三
党
が
、
二
大
政
党
の
い
ず
れ
と
も
連
立
し
う
る
状
況
に
あ

る
場
合
に
、
建
設
的
不
信
任
案
は
可
決
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
に
は
適
正
な
規
模
の
中
間
政
党
は
存
在
し

な
い
。
し
た
が
っ
て
当
面
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
こ
の
建
設
的
不
信
任
投
票
制
度
に
よ
る
政
権
交
代
は
あ
り
そ
う
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
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表4　1979年3月20日のA．スアレス首相に対する首相就任
　　　に際しての信任投票の結果

会派 信任　不信任
　　　　　　　合　計
棄権　欠席
　　　　　　　議席数

民主中央同盟（UCD）

スペイン社会労働党（PSOE）。

スペイン共産党（PCE／PSUC）

国民連合（AP－CD）

収敏と同盟（Ciu）：

　カタロニア地方民族（独立）主義政党

バスク民族党（PNV）：
　バスク地方民族（独立）主義政党

アンダルシア社会党（PSA）輔

168　　－

　　　116

　　　　23
8

5

6

8

5

1

1

168

121

23

　9

8

7

5

小グループ 信任　不信任
　　　　　　　合　計
棄権　欠席
　　　　　　　議席数

民衆連合（HB）鱒

アラゴン地域党（PAR）紳◎

ナバラ人民同盟（UPN）。4

バスク左派（EE）鱒

UN
UPC
カタロニア左派共和党（ERC）。5

1
1 1

1
1
1

3

3
1
1
1
1
1
1

合計（会派と小クループの総計） 183　　149 8 10 350

＊なおPSOEは議会社会党98議席，．カタロニア社会党の会派17議席，バスク社会

　党の会派6議席の3会派で構成されていた。

本山は，Miguel　Rev㎝ga　Sanchez，加Fo㎜｛ゴ。〃6～Oo漉塑。伽砺（わ螂薦履bη

＆加πoムz491978，　Centro　de　Estudios　Constitucionales，1988，　P．224」；よる。

・・HBとEEはバスク地方極左勢力。特にHBはETA（バスク地方テロ集団）の支援

　を受けている。また、PSAはアンダルシアの完全自治を主張している。（若松
　隆「スペイン現代史」148－9頁参照。）

榊・PARはアラゴン州右派政党。

・4UPNはナパラ州右派政党。

・5ERCはバルセロナ選挙区で1議席を得ている。（Ed．　by　E　Jacobs，聡陀御

　Eπ御加απPb”漉α’」％漉s，　Longman，1989，　pp．360－362，368，371，参照。）
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お
わ
り
に

108

　
本
稿
は
、
従
来
、
ド
イ
ツ
政
治
を
専
門
と
し
て
き
た
筆
者
が
初
め
て
ド
イ
ツ
以
外
の
国
家
、
ス
ペ
イ
ン
と
の
比
較
研
究
を
行
っ
た
論

考
で
あ
る
。
何
故
に
、
ス
ペ
イ
ン
政
治
が
ド
イ
ツ
政
治
学
の
観
点
か
ら
も
興
味
あ
る
対
象
と
な
り
え
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
冒

頭
の
節
で
も
記
し
た
が
、
他
に
も
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
ド
イ
ツ
の
対
ス
ペ
イ
ン
直
接
投
資
の
急
激
な
増
大
の
故
に
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
V

た
、
両
国
の
経
済
的
つ
な
が
り
の
緊
密
化
。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
S
P
D
が
ス
ペ
イ
ン
P
S
O
E
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
P
S
（
℃
母
ユ
α
o
ω
8
凶
扇
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

冨
”
社
会
党
）
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
建
党
以
来
培
っ
て
き
た
強
い
結
び
付
き
。
第
三
に
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
南
欧
市
民
改
革
（
革

命
）
と
一
九
八
九
年
＝
月
九
日
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
解
放
を
頂
点
と
す
る
東
欧
市
民
革
命
（
改
革
）
と
の
比
較
可
能
性
で
あ
る
。

　
か
よ
う
な
契
機
に
触
発
さ
れ
て
筆
者
は
ス
ペ
イ
ン
研
究
に
着
手
し
た
。
だ
が
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
民
主
改
革
の
比
較
の
み

に
限
っ
て
も
未
解
明
の
点
は
多
い
。
例
え
ば
、
何
故
に
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
は
一
九
七
九
年
の
U
C
D
政
権
以
来
一
九
八
二
年
以
降

の
P
S
O
E
政
権
に
至
る
ま
で
、
与
野
党
間
で
労
働
者
（
勤
労
者
）
の
地
位
に
関
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
成
立
し
、
ま
た
（
政
府
の
仲

介
の
下
）
C
E
O
E
（
0
8
｛
Φ
α
①
鑓
。
δ
嵩
国
ω
ロ
四
3
一
帥
9
0
薦
帥
巳
N
m
9
8
Φ
ω
国
ヨ
O
層
①
ω
弩
凶
巴
①
ω
“
ス
ペ
イ
ン
経
営
者
組
織
連
合
）
と
U

G
T
（
q
巳
9
0
0
曙
色
巴
氏
Φ
↓
轟
び
m
U
巴
。
お
ω
日
労
働
者
総
同
盟
）
の
間
で
常
に
一
連
の
基
本
的
合
意
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
て
き
た

（
8
9
）

の
か
。
こ
れ
に
反
し
て
、
何
故
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
一
九
七
四
年
の
「
リ
ス
ボ
ン
の
春
」
を
契
機
と
し
て
、
広
範
な
労
働
者
の
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）

や
農
民
の
手
に
よ
る
偶
発
的
農
地
開
放
な
ど
が
強
行
さ
れ
た
の
か
。
こ
う
い
つ
た
政
治
と
経
済
の
接
点
に
あ
る
問
題
点
の
分
析
に
は
よ

り
学
際
的
な
．
観
察
力
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
㎞
し
た
が
っ
て
政
治
機
構
論
の
分
野
に
限
定
さ
れ
る
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
本
格
的
な



研
究
課
題
解
明
の
た
め
の
一
部
で
あ
り
、
ま
た
端
緒
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

注
（
1
）
　
こ
の
二
つ
の
要
件
、
な
か
ん
ず
く
「
野
党
の
責
任
性
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
政
権
交
代
の
あ
る
民
主
国
家
に
お
け
る
野
党
観
」
『
早
稲
田
社
会
科
学

　
　
研
究
4
3
号
』
（
一
九
九
一
年
）
七
九
一
八
○
頁
を
参
照
。

（
2
）
　
U
C
D
（
¢
三
ひ
ロ
O
①
O
①
耳
「
o
常
ヨ
8
猷
け
一
8
V
を
民
主
中
央
同
盟
と
訳
し
た
理
由
は
ド
イ
ツ
政
治
の
系
譜
か
ら
理
解
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ

　
　
マ
ー
ル
共
和
制
下
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
政
党
「
中
央
党
（
N
①
韓
指
引
V
」
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
が
世
界
の
中
央
に
あ
る
べ
き
だ
と

　
　
い
う
教
権
中
心
主
義
（
閤
一
①
ユ
冨
一
一
ω
ヨ
ロ
ω
）
に
基
づ
く
政
党
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
欧
州
版
宗
教
的
「
中
華
思
想
」
と
言
え
る
。
ま
た
「
同
盟
（
d
巳
。
ロ
）
」

　
　
と
言
え
ば
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
政
府
与
党
C
D
U
／
C
S
U
を
指
す
よ
う
に
、
保
守
系
の
キ
リ
ス
ト
教
政
党
の
呼
称
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
ち
な
み

　
　
に
、
若
松
隆
『
ス
ペ
イ
ン
現
代
史
』
（
岩
波
新
書
・
一
九
九
二
年
）
で
は
U
C
D
を
「
民
主
中
道
連
合
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
「
連
合
」
と
す
る
と
連
合

　
　
政
権
と
、
ま
た
「
中
道
」
と
す
る
と
他
の
中
道
政
党
と
混
同
し
や
す
い
と
思
う
。

（
3
）
　
若
松
隆
、
注
（
2
）
前
掲
書
、
一
七
三
、
一
七
六
－
一
七
七
頁
。

（
4
）
　
同
右
、
一
五
〇
1
一
五
二
頁
。

（
5
）
　
拙
稿
「
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
「
人
間
の
尊
厳
』
（
1
1
）
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
3
3
号
』
（
一
九
九
一
年
V
二
二
七
頁
。

（
6
）
≧
訂
8
耳
≦
①
冨
「
噌
．
、
O
δ
ω
8
巳
誓
書
く
落
角
霧
雪
。
q
ぎ
昌
目
零
。
。
．
、
．
禽
S
隷
§
鼻
翁
§
ミ
ミ
ミ
お
さ
罫
冴
§
＼
8
§
§
ヨ
』
9
N
ρ

　
　
一
り
o
o
O
》
ω
■
留
ω
●

（
7
）
　
拙
稿
「
人
間
の
尊
厳
と
基
本
価
値
論
争
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
3
4
号
』
（
一
九
九
一
年
）
一
八
八
1
一
八
九
頁
。

（
8
）
　
一
九
七
四
年
基
本
価
値
論
争
に
つ
い
て
は
、
同
右
論
文
、
一
八
O
I
一
九
〇
頁
を
参
照
。
一
九
七
六
年
基
本
価
値
論
争
に
つ
い
て
は
、
同
罪
論
文
、

　
　
一
九
〇
1
二
〇
五
頁
を
参
照
。

（
9
）
　
〉
．
≦
①
げ
①
き
騨
P
O
’
（
〉
ロ
ヨ
■
O
と
ω
．
卜
。
切
b
。
｛
：
で
ス
ペ
イ
ン
憲
法
の
各
条
文
に
あ
た
っ
た
。
な
お
、
原
文
は
ζ
雪
ロ
①
一
幻
p
ヨ
貯
①
N
－
隷
ミ
ミ
覇
旨
O
越
ミ

　
　
O
o
誠
畿
§
謡
彗
自
識
。
ミ
魯
N
℃
謎
．
い
凶
σ
「
o
ω
℃
ひ
註
8
」
O
お
も
戸
畠
甲
A
。
。
9
を
参
照
し
た
。
邦
訳
と
し
て
は
『
レ
フ
ア
レ
ン
ス
三
四
〇
号
」
（
「
九
七

　
　
九
年
五
月
）
所
収
五
三
一
一
〇
〇
頁
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
1
0
）
　
O
口
暮
①
「
U
熔
ユ
①
q
”
O
§
ミ
最
悪
討
る
『
．
〉
ロ
噛
r
噛
b
口
o
o
貯
1
↓
①
×
ユ
竃
祭
メ
q
D
・
念
．
な
お
（
西
）
ド
イ
ツ
で
は
「
複
数
政
党
制
」
が
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る



　
　
「
政
治
的
多
元
主
義
」
と
同
じ
よ
う
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
（
拙
稿
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
州
の
役
割
－
野
党
の
政
権
担
当
能
力
を
め
ぐ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

　
　
て
一
」
『
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
3
9
号
』
（
一
九
八
九
年
）
九
〇
1
九
一
頁
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

（
1
1
）
　
ボ
ン
基
本
法
第
一
条
の
制
定
史
と
制
定
前
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
『
人
間
の
尊
厳
』
（
1
）
1
（
1
1
）
」
『
早
稲
田
政
治
公
法

　
　
研
究
2
3
号
1
3
3
号
』
（
一
九
八
七
年
1
・
一
九
九
一
年
V
を
参
照
。

（
1
2
）
　
付
言
す
る
と
、
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
第
一
条
第
三
項
は
「
国
民
主
権
」
を
表
明
し
、
同
輩
三
項
は
「
ス
ペ
イ
ン
の
国
家
形
態
」
を
「
議
会
君

　
　
主
制
（
ζ
o
ロ
費
O
ロ
貯
二
二
9
。
ヨ
①
馨
母
一
斜
O
自
。
「
訂
∋
Φ
コ
富
ユ
雪
げ
。
竃
8
四
「
〇
三
①
）
」
と
規
定
し
て
い
る
。
更
に
第
五
六
条
第
一
項
前
半
で
は
「
国
王
」
が

　
　
「
国
王
元
首
（
o
二
瓜
①
α
Φ
一
国
ω
8
α
ρ
O
σ
㊦
｝
窪
冥
ユ
①
ω
ω
富
自
。
δ
ω
）
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
通
常
、
「
国
家
元
首
」
と
い
う
表
現
は
憲
法
上
の
文

　
　
言
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
「
国
家
元
首
」
と
は
比
較
憲
法
上
便
宜
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
国
家
元
首
」
と
い
う

　
　
表
現
か
ら
広
範
な
権
限
を
「
国
王
」
に
与
え
る
拡
大
解
釈
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
憲
法
は
逐
一
王
権
を
限
定
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
無
用
の
拡
大
解
釈
を
是
正
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
第
五
六
条
第
一
項
前
半
で
は
「
国
王
」
は
、
「
国
家
の
統
一
と
永
続
性
の
象
徴
」
と
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
国
家
の
統
一
の
象
徴
」
と
は
、

　
　
ス
ペ
イ
ン
が
多
言
語
国
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
が
つ
た
表
現
で
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
全
国
民
中
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
母
国
語
と
す
る
人
々
は
七
二
．

　
　
五
％
・
カ
タ
ロ
ニ
ア
語
を
母
国
語
と
す
る
人
々
は
一
七
・
二
％
、
以
下
、
ガ
ル
シ
ア
二
七
・
八
％
、
バ
ス
ク
三
二
．
二
％
ど
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
る
・
（
曹
－
国
々
霊
。
①
＼
ω
〈
翼
①
9
国
「
ω
§
℃
き
ミ
§
§
島
ミ
§
§
壽
、
§
寒
§
乱
a
・
匹
‘
。
，
〉
要
望
H
も
・
刈
。
。
為
豊
・
N
・
§

　
　
　
な
お
、
フ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
当
世
が
王
位
に
就
い
た
の
は
、
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
国
家
指
導
者
の
後
継
者
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
い
て
、

　
　
一
九
六
九
年
七
月
に
ス
ペ
イ
ン
国
会
で
フ
ラ
ン
コ
自
身
が
当
時
の
同
王
子
を
後
継
者
に
指
名
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
王
子
は
フ
ラ
ン
コ
の
死
後
「
国
家

　
　
元
首
」
た
る
国
王
に
右
の
経
緯
の
故
に
就
任
し
た
の
で
あ
っ
て
、
一
九
七
八
年
ス
ペ
イ
ン
憲
法
に
基
づ
い
て
、
制
憲
後
に
就
任
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
（
〉
．
芝
①
げ
①
斜
p
β
。
■
O
●
（
〉
昌
ヨ
。
①
）
－
Q
り
』
一
一
－
》
コ
ヨ
．
ω
．
）

（
1
3
）
O
同
。
＜
9
邸
邑
。
＼
〇
四
ヨ
血
。
＼
Q
。
δ
冨
β
、
、
b
U
＜
。
8
ω
。
ま
巴
8
鑑
。
。
∋
辞
。
四
重
9
。
段
車
巴
雪
冒
島
p
。
ヨ
①
耳
p
。
q
呂
ω
8
ヨ
…
穿
①
『
乱
国
巳
匹
8
ぎ
Φ

　
　
。
＝
冨
ω
B
巳
ω
げ
O
。
箒
ω
・
、
る
鮮
牙
⊆
穿
。
＝
。
げ
①
ミ
竃
窪
「
凶
N
向
。
O
。
け
雪
ぎ
ミ
§
§
馬
§
織
b
§
象
ミ
勘
6
。
ミ
肋
ミ
§
職
§
§
讐
ミ
ミ
鳴
§

　
　
肉
ミ
暮
魯
コ
馨
興
国
窪
ω
冨
「
ω
－
一
8
0
も
b
ω
（
幻
①
ヨ
ひ
昌
∩
｝
自
ρ
「
O
凶
曽
〔
い
O
け
餌
『
Φ
一
〇
）
・

（
1
4
）
冒
9
。
こ
．
＝
郵
6
署
。
ω
詳
一
8
8
き
α
§
匹
①
ヨ
＝
ぎ
3
。
「
一
聾
雪
勾
Φ
。
q
巨
①
n
穿
Φ
9
器
。
h
ω
冨
首
．
、
る
9
年
置
。
げ
魯
＞
b
9
三
謁
愚
§
漉
§
織

　
　
§
鴇
職
§
辞
ぎ
冨
d
．
潔
白
零
帥
旧
．
薯
．
宅
層
塔
鼠
嵩
窄
嵩
撃
墓
ア
は
、
「
権
戚
主
義
的
体
制
」
を
「
（
事
実
上
で
あ
れ
法
的
で
あ
れ
）
＝
疋
限
度
の
正



フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係

　
　
当
な
多
元
主
義
が
、
政
権
歪
な
い
し
制
度
の
枠
組
み
の
中
、
な
い
し
社
会
的
諸
勢
力
の
間
で
認
め
ら
れ
る
政
体
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
範
疇
に
従

　
　
っ
て
、
フ
ラ
ン
コ
独
裁
末
期
の
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
公
然
と
政
治
的
諸
傾
向
の
間
で
多
元
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
全
体
主
義
的

　
　
体
制
」
で
は
な
く
「
権
威
主
義
的
体
制
」
で
あ
っ
た
と
認
定
す
る
。
な
お
、
具
体
的
に
多
元
的
性
格
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
ω
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
補

　
　
充
過
程
、
②
立
法
機
関
に
お
け
る
審
議
内
容
、
㈹
新
聞
の
社
説
、
ω
フ
ァ
ラ
ン
へ
党
（
唯
一
の
政
党
）
の
公
的
出
版
物
に
お
け
る
論
調
、
な
ど
で
あ
っ

　
　
た
。

　
　
　
こ
の
J
・
J
・
リ
ン
ツ
の
分
析
を
受
け
て
、
匿
昌
昌
勺
。
一
一
帥
。
冒
＼
密
雪
O
毎
m
q
①
r
．
．
O
薯
。
ω
三
〇
口
ぎ
O
o
コ
8
∋
O
o
冨
曼
ω
U
巴
『
日
五
色
二
8
p
α
q
巴
諺
け

　
　
】
≦
o
亀
魯
三
蔓
、
．
－
巴
．
げ
内
国
島
国
。
嵩
蕊
訂
ざ
§
翁
“
職
も
昌
ミ
ミ
題
鷺
ミ
馬
建
慈
魯
ω
巳
≦
費
ニ
コ
、
ω
牢
①
沼
」
O
Q
。
8
0
0
』
ω
劇
－
器
ω
（
器
⑦
ご
0
3
0
∋
＝
9
ヨ
層

　
　
一
〇
。
。
刈
も
戸
卜
。
一
G
・
－
N
脅
（
圏
刈
）
．
は
、
フ
ラ
ン
コ
体
制
が
「
全
体
主
義
的
」
で
あ
っ
た
の
は
、
ω
非
常
に
狭
義
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
②
ス
ペ
イ
ン
内
戦
終

　
　
結
直
後
の
「
九
四
〇
年
代
の
「
部
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
認
定
し
て
、
二
重
の
留
保
を
付
し
て
い
る
。

（
1
5
）
　
O
一
〇
く
O
o
冨
二
一
〇
＼
O
胃
二
α
o
＼
ω
二
げ
マ
讐
9
8
．
o
一
e
（
コ
。
け
①
一
ω
）
も
●
霧
（
一
〇
「
島
0
9
。
O
o
O
同
。
一
γ
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
民
主
制
へ
の
「
平
和
的
転
換
」
は
、

　
　
一
九
八
九
年
＝
月
九
日
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
解
放
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
、
「
包
括
的
抑
圧
体
制
」
（
R
・
A
・
ダ
ー
ル
の
用
語
）
か
ら
の
自
由

　
　
化
へ
の
東
欧
市
民
革
命
へ
の
歩
み
の
中
で
、
東
西
ド
イ
ツ
が
「
平
和
的
革
命
（
甲
立
①
匹
「
凶
0
7
①
幻
。
〈
o
冒
二
〇
昌
V
」
を
行
っ
た
と
表
明
し
た
、
R
・
v
・
ヴ
ァ

　
　
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（
国
。
げ
費
ユ
く
0
5
≦
①
剛
羽
警
搾
①
噌
）
統
一
ド
イ
ツ
初
代
連
邦
大
統
領
の
見
解
と
比
較
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
（
、
§
旨
冬
譜
、
毎
、
曹
§
竃
ミ

　
　
N
竃
§
莞
．
凸
●
同
O
』
O
㊤
P
Q
∩
’
9
拙
稿
、
注
（
7
）
前
掲
論
文
、
二
一
五
一
二
一
六
頁
、
注
（
㎜
）
。
V

　
　
　
東
ド
イ
ツ
は
、
一
九
八
九
年
中
葉
に
お
い
て
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
ソ
連
共
産
党
書
記
長
が
容
認
し
推
進
し
て
き
た
多
元
的
社
会
へ
の
転
換
に
既
に
着
手

　
　
し
て
い
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
対
し
て
、
多
元
的
社
会
を
否
定
し
拒
否
し
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
（
後
に
流
血
革
命
へ

　
　
と
至
っ
た
）
ル
ー
マ
ニ
ア
と
共
に
旧
態
依
然
た
る
体
制
を
維
持
し
て
い
た
。
東
側
の
包
括
的
抑
圧
体
制
か
ら
の
一
九
八
九
年
＝
月
九
日
以
降
の
突
然

　
　
の
解
放
は
、
少
な
く
と
も
東
ド
イ
ツ
と
こ
の
後
者
三
箇
国
に
お
い
て
は
、
「
革
命
的
変
化
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
（
臣
．
9
0
巴
①
ω
8
7
①
ρ

　
　
㌔
ご
§
の
ミ
§
蹄
ミ
ミ
ミ
袋
§
駐
§
」
》
b
。
ミ
§
§
ミ
曙
§
書
q
ミ
勲
翻
縫
§
肉
讐
§
9
も
・
帖
§
Q
N
ミ
獅
O
臥
。
巳
9
勺
．
』
O
㊤
H
も
サ
b
。
α
ω
幽
2
（
b
。
器

　
　
一
ら
…
↓
7
①
閃
Φ
＜
O
陶
ロ
自
O
昌
ω
O
噛
　
㊤
Q
◎
㊤
■
）

（
1
6
）
9
。
く
O
。
8
邑
。
＼
O
国
三
ユ
。
＼
ω
旨
冨
仲
ρ
o
P
6
圃
↓
●
（
昌
0
8
邑
も
b
N
（
9
富
邑
。
）
●

（
1
7
）
　
竃
凶
2
日
目
b
d
「
謝
①
α
①
O
コ
」
ミ
ζ
一
言
色
ピ
。
σ
o
＞
暮
旨
①
ω
噛
．
．
閃
。
＜
o
冒
鼠
。
自
運
↓
「
雪
ω
三
8
Ω
。
昌
α
零
。
ユ
①
ヨ
ω
o
噛
勺
曽
冨
ヨ
①
艮
ロ
q
ぎ
巴
ε
二
8
9
・
　
1
1
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①
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⊆
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①
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．
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．
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；
霧
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ミ
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》
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§
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ミ
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馨
§
”
い
①
器
・
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隻
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乞
・
。
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霧
鉾
・
。
琶
①
・
な
お
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
・
て
女
子
慧
皿

　
　
選
挙
権
は
一
九
七
四
年
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
に
投
票
所
に
赴
い
た
人
の
全
人
口
中
に
占
め
る
割
合
は
、
一
八
六
九
年
以
前
五
．
○
％
、

　
　
一
八
七
〇
一
一
八
九
〇
年
五
・
○
％
、
一
八
九
一
－
一
九
一
三
年
六
・
二
％
、
一
九
一
八
－
一
九
三
〇
年
六
．
四
％
、
一
九
三
一
－
一
九
四
四
年
八
．

　
　
六
％
、
一
九
四
五
－
一
九
五
九
年
一
一
・
六
％
、
一
九
六
〇
1
一
九
六
九
年
一
三
・
一
％
、
一
九
七
〇
1
一
九
七
九
年
六
二
．
一
％
で
あ
っ
た
。
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①
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ω
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①
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（
2
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斉
藤
孝
編
「
ス
ペ
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ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
現
代
史
』
（
山
川
出
版
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・
一
九
九
二
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三
〇
ニ
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三
〇
四
頁
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赤
井
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）
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昌
①
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P
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一
九
五
二
年
ギ
リ
シ
ャ
憲
法
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、
君
主
的
民
主
制
の
改
正
を
禁
止
す
る
規
定
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
六
七
年
四
月
二
一
日
に
ク
ー
デ
タ
ー

　
を
行
っ
た
軍
評
議
会
は
、
こ
の
憲
法
改
正
禁
止
規
定
を
葬
り
去
っ
た
。
K
・
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
例
は
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い
わ
ゆ
る
政
治
的

　
完
壁
主
義
に
基
づ
く
憲
法
改
正
禁
止
条
項
が
、
な
る
ほ
ど
正
常
な
時
代
に
あ
っ
て
は
政
治
的
野
心
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
赤
信
号
の
役
割
を
果
し
う
る

　
　
が
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危
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お
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す
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フランコ独裁後のスペインにおける与野党の建設的関係
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青
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部
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生
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た
、
平
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的
手
段
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依
拠
す
る
地
下
組
織
で
あ
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た
。
例
え
ば
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〔
フ
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法
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止
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バ
ス
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の
国
旗
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げ
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祖
国
バ
ス
ク
の
独
立
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張
す
る
、
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和
的
な
組
織
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っ
た
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六
八
年
以
降
爆
破
テ
ロ
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要
人

　
　
テ
ロ
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九
七
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年
代
以
降
大
企
業
家
の
誘
拐
な
ど
を
専
門
と
す
る
過
激
派
へ
と
．
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
E
T
A
が
遂
行
し
た
最
も
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
、
ス
ペ
イ
ン
政
治
史
上
に
汚
点
を
残
し
た
テ
ロ
は
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フ
ラ
ン
コ
の
後
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と
目
さ
れ
て
い
た
、
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ラ
ン
コ
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ロ
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を
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圧
す
る
た
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に
、
大
量
逮
捕
、
拷
問
、
裁
判
を
強
行
し
た
。
だ
が
皮
肉
に
も
、
こ
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措
置
は
反
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に
フ
ラ
ン
コ
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を
国
際
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孤
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さ
せ
、
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主
化
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の
要
求
を
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め
る
効
果
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持
っ
た
と
言
う
。

　
　
　
E
T
A
の
暴
力
闘
争
に
は
同
意
で
き
な
い
人
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で
あ
っ
て
も
、
バ
ス
ク
地
方
の
広
範
な
大
衆
は
E
T
A
に
あ
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の
連
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意
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っ
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。
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ス
ペ
イ
ン
が
民
主
化
さ
れ
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バ
ス
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独
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）
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送
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ス
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る
に
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E
T
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あ
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嫌
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。
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あ
る
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近
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一
九
四
八
年
＝
月
に
形
成
さ
れ
た
一
般
起
草
編
纂
委
員
会
（
三
人
委
員
会
）
の
他
に
、
一
九
四
九
年
一
月
末
に
形
成
さ
れ
た
、
C
D
U
2
、
S
P

　
　
D
2
、
F
D
P
1
、
計
5
名
で
構
成
さ
れ
る
「
会
派
間
門
人
委
員
会
」
（
一
三
①
ほ
轟
轟
凶
8
巴
9
閑
二
⇒
｛
①
冨
易
鶉
ぎ
巴
」
が
議
事
運
営
上
の
「
著
し
い
意

　
　
見
の
対
立
」
を
解
決
す
る
た
め
に
働
い
た
。
（
小
林
昭
三
「
『
ボ
ン
基
本
法
』
の
制
定
経
過
に
関
す
る
覚
書
」
『
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
一
六
｝
号
』
（
一

　
　
九
六
〇
年
）
一
二
六
頁
。
）
更
に
、
一
九
四
九
年
三
月
に
は
こ
の
五
人
委
員
会
に
D
P
（
ド
イ
ツ
党
）
1
、
Z
（
中
央
党
）
1
、
計
2
名
を
加
え
た
「
七

　
　
人
委
員
会
（
Q
励
一
〇
8
昌
①
冨
ロ
舅
喜
ゆ
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が
、
占
領
軍
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府
と
の
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ボ
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程
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終
段
階
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三
人
委
員
会
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五
人
委
員
会
と
七
人
委
員
会
各
々
の
提
案
を
堅
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し
つ
つ
、
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し
い
法
案
に
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＼
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凶
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忌
「
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ロ
．
斜
ρ
（
〉
コ
ヨ
』
㊤
）
噛
ψ
。
。
認
．
↓
巴
8
濠
器
・

（
6
6
）
　
池
田
実
「
ス
ペ
イ
ン
の
上
院
－
一
九
七
八
年
憲
法
の
場
合
－
」
『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
3
8
号
』
（
一
九
九
二
年
）
四
七
一
－
四
七
二
、
四
八
四

　
　
頁
注
（
2
6
）
。

　
　
　
全
国
を
代
表
す
る
二
大
政
党
で
あ
る
U
C
D
と
P
S
O
E
は
、
一
九
八
一
年
に
相
互
に
合
意
し
て
「
自
治
手
続
き
調
整
組
織
法
（
」
O
A
P
A
…
い
2

　
　
0
蹟
鋤
巳
＄
O
①
〉
ヨ
6
巳
慧
9
ひ
昌
α
巴
牢
0
8
ω
o
＞
旨
8
ひ
ヨ
一
8
）
」
草
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
法
案
の
枢
要
な
部
分
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
八
二

　
　
年
七
月
二
九
日
に
提
起
さ
れ
た
、
バ
ス
ク
地
方
と
カ
タ
ロ
ニ
ア
地
方
の
自
治
政
府
と
自
治
議
会
お
よ
び
五
〇
名
の
下
院
議
員
の
、
三
五
者
が
訴
え
た
予

　
　
防
的
規
範
審
査
手
続
き
に
よ
っ
て
、
一
．
九
八
三
年
八
月
五
日
に
ス
ペ
イ
ン
憲
法
裁
判
所
で
違
憲
と
み
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
U
C
D
や
P
S
O
E
と
地
域

　
　
的
利
害
の
相
違
を
明
白
に
示
す
実
例
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
「
予
防
的
」
規
範
審
査
手
続
き
と
は
、
法
案
の
最
終
的
可
決
か
ら
三
日
以
内
に
「
自
治
規
約
」
な
い
し
「
組
織
法
」
の
最
終
法
案
に
対
し
て

　
　
の
み
訴
え
ら
れ
る
抽
象
的
規
範
争
訟
で
あ
る
。
首
相
と
護
遷
宮
（
巴
∪
臥
①
昌
ω
o
「
α
巴
℃
二
㊦
巨
。
）
の
外
に
、
五
〇
名
の
上
院
議
員
、
五
〇
名
の
下
院
議

　
　
員
、
（
お
よ
び
、
自
治
権
に
関
す
る
法
案
に
対
し
て
は
、
自
治
共
同
体
の
執
行
機
関
と
議
会
V
も
提
訴
権
を
有
し
て
い
た
（
一
九
七
八
年
憲
法
第
一
六
二

　
　
条
第
一
項
第
a
号
、
一
九
七
九
年
一
〇
月
五
日
現
在
の
憲
法
裁
判
所
組
織
法
第
三
二
条
）
。
そ
れ
故
に
（
下
院
議
員
三
五
〇
名
中
）
五
〇
名
の
野
党
議
員

　
　
が
、
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
一
定
期
間
、
立
法
手
続
き
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
（
実
際
に
、
一
九
八
三
年
と
八
四
年

　
　
に
提
訴
さ
れ
た
八
件
の
予
防
的
規
範
審
査
の
う
ち
、
一
年
以
内
に
判
決
が
出
た
の
は
二
件
の
み
で
、
六
件
の
重
織
法
は
未
解
決
の
ま
ま
一
年
以
上
に
わ

　
　
た
っ
て
保
留
さ
れ
て
い
た
。
）
換
言
す
れ
ば
、
議
会
少
数
派
が
議
事
進
行
を
妨
害
す
る
権
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
提
訴
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と

　
　
に
憂
慮
し
て
、
P
S
O
E
の
ゴ
ン
サ
レ
ス
政
権
は
、
一
九
八
四
年
一
二
月
六
日
に
憲
法
裁
判
所
組
織
法
第
七
九
条
を
削
除
し
て
、
「
予
防
的
規
範
審
査
手

　
　
続
き
」
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
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イ
ン
バ
ウ
ム
の
類
型
は
、
西
欧
の
伝
統
的
議
会
主
義
の
分
析
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
、
イ
ラ
ン
、
．
ト
ル
コ
と
い
う
発
展
途
上
の
過
程
に
あ
る
議
会
制
度
の
構
造
分
析
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
¢
■
＝
。
9
芦
8
．
警
・
（
コ
。
け
①
刈
e
も
．
・
。
α
㊤
．

一
げ
達
．

一
σ
凶
α
．

一
げ
δ
。

一
げ
達
．

一
げ
置
．

拙
稿
、

（
き
8
刈
9
も
．
N
O
P

（
き
8
刈
e
も
．
悼
O
目
．

（
き
8
刈
9
も
●
・
。
0
㊤
．

（
8
8
刈
e
も
幽
N
O
ρ

（
昌
0
9
Q
◎
一
）
「

注
（
1
）
前
掲
論
文
参
照
。

　
　
　
　
注
（
9
）
を
見
よ
。

　
　
　
　
℃
巴
8
0
2
N
＜
≡
巴
α
p
．
、
N
。
ぎ
富
耳
①
ω
冨
三
8
窪
く
践
”
霧
ロ
長
．
．
．
竃
b
α
●
ω
刈
－

　
　
　
鴇
冨
∋
＜
8
＞
巳
掃
p
。
ω
＝
ま
9
σ
鑓
巳
V
－

（
8
6
）
　
清
水
望
『
西
ド
イ
ツ
の
政
治
機
構
』
（
成
文
堂
・
一
九
六
九
年
）
三
九
五
頁
。

お
。
。
。
。
噂
ω
’
。
。
刈
山
＝
（
崔
O
γ
（
o
げ
①
「
里
N
け
窪
ω
α
①
3
ω
冨
亭
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（
8
7
）
　
O
．
Z
o
匡
魯
＼
〉
．
国
＝
α
Φ
昌
σ
冨
目
鼻
P
寧
O
．
（
》
コ
ヨ
』
㊤
γ
G
り
■
。
。
一
－
。
。
P
若
松
隆
、
注
（
2
）
前
掲
書
、
一
九
三
一
一
九
五
頁
。

（
8
8
）
　
斎
藤
、
注
（
2
0
）
前
掲
書
、
三
二
〇
頁
（
赤
井
彰
）
。
若
松
隆
、
注
（
2
）
前
掲
書
、
　
二
六
、
一
五
〇
、
一
五
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囎

（
8
9
）
≦
0
8
「
罫
譲
「
①
『
∪
↓
三
層
竈
二
丁
鳴
ミ
ミ
ミ
Q
ミ
留
職
魯
、
§
鳴
睾
鳴
寒
§
馬
ミ
b
§
ミ
§
ミ
曾
ミ
斧
国
国
ミ
p
。
a
q
”
－
一
㊤
O
ω
も
P
曽
O
山
b
。
O
■

（
9
0
）
　
≦
巴
8
「
O
O
9
＝
P
ミ
適
§
こ
ぎ
§
ミ
§
亀
§
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
駐
、
b
鳴
§
象
ミ
§
芝
①
ω
才
δ
多
一
8
H
唱
層
O
■
一
ω
目
山
ω
N
■

（
付
記
）
本
稿
は
一
九
九
三
年
度
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
、
お
よ
び
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
A
）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


